
様式２

22-002-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第24条　市長は、文化会館の管理の適正を保持するため、指定管
理者に対し、業務及び経理の状況について定期に、又は必要に応
じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をするこ
とができる。
（略）
第27条　市長は、指定管理者が第24条の指示に従わないときその
他指定管理者の責めに帰すべき理由により管理を継続することが
できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定め
て管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

地方自治法第244条の2
１１　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない
ときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でな
いと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理
の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

秦野市文化会館条例

第27条

行政経営課、文化振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-002-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第23条　市長は、野外活動センターの管理の適正を保持するた
め、指定管理者に対し、業務及び経理の状況について定期に、又
は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指
示をすることができる。
(略）
第26条　市長は、指定管理者が第23条の指示に従わないときその
他指定管理者の責めに帰すべき理由により管理を継続することが
できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定め
て管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
この場合において、指定管理者に損害を生じさせることがあって
も、本市は、その責めを負わない。

地方自治法第244条の2
11　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないと
きその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でない
と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の
業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

秦野市表丹沢野外活動センター条例

第２６条

行政経営課、観光振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-002-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第22条　市長は、サンライフ鶴巻の管理の適正を期するため、指
定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に
又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。
第23条　市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その
他指定管理者の責めに帰すべき理由によりその指定管理者による
管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り
消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を
命じることができる。
2　前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業
務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に
損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

地方自治法第244条の2
11　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないと
きその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でない
と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の
業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

秦野市立サンライフ鶴巻条例

第２３条

行政経営課、スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-002-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第21条　市長は、クライミングパークの管理の適正を保持するた
め、指定管理者に対し、業務及び経理の状況について定期に、又
は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指
示をすることができる。
(略)
第24条　市長は、指定管理者が第21条の指示に従わないときその
他指定管理者の責めに帰すべき理由により管理を継続することが
できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定め
て管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
この場合において、指定管理者に損害を生じさせることがあって
も、本市は、その責めを負わない。

地方自治法第244条の2
１１　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない
ときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でな
いと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理
の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

はだの丹沢クライミングパーク条例

第24条

行政経営課、スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-002-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第16条　市長は、老人いこいの家の管理の適正を期するため、指
定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に
又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。
（略）
第18条　市長は、指定管理者が第16条の指示に従わないとき、そ
の他指定管理者の責めに帰すべき理由によりその指定管理者によ
る管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取
り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止
を命じることができる。

地方自治法第244条の2
１１　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない
ときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でな
いと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理
の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

秦野市老人いこいの家条例

第18条

行政経営課、高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-002-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第20条　市長は、里山ふれあいセンターの管理の適正を期するた
め、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して
定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は
必要な指示をすることができる。
（略）
第22条　市長は、指定管理者が第20条の指示に従わないとき、そ
の他指定管理者の責めに帰すべき理由によりその指定管理者によ
る管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取
り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止
を命じることができる。

地方自治法第244条の2
１１　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない
ときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でな
いと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理
の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

秦野市里山ふれあいセンター条例

第22条

行政経営課、森林ふれあい課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 6 -



様式２

22-002-07

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

秦野市名水はだの富士見の湯条例

第２４条

行政経営課、観光振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第21条　市長は、富士見の湯の管理の適正を保持するため、指定
管理者に対し、業務及び経理の状況について定期に、又は必要に
応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をする
ことができる。
（略）
第24条　市長は、指定管理者が第21条の指示に従わないときその
他指定管理者の責めに帰すべき理由により管理を継続することが
できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定め
て管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

地方自治法第244条の2
11　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないと
きその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でない
と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の
業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-002-08

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

行政経営課
0463-82-5102

第35条　市長は、都市公園の管理の適正を期するため、指定管理
者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必
要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を
することができる。
（略）
第37条　市長は、指定管理者が第35条の指示に従わないときその
他指定管理者の責めに帰すべき理由によりその指定管理者による
管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り
消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を
命じることができる。

地方自治法第244条の2
１１　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない
ときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でな
いと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理
の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し

秦野市都市公園条例

第37条

行政経営課、公園課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-003-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-5116

(手数料の徴収)
第3条　手数料は、その事務に係る申請等があったときに徴収する
ものとする。ただし、別表第1第11項に定める証明、謄本若しくは
抄本又は写しの交付及び閲覧の手数料についてはその交付又は閲
覧の際に徴収するものとする。

手数料の額は別紙のとおり

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

手数料の徴収（秦野市手数料条例によるもの）

秦野市手数料条例

第3条

政策部　財政課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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秦野市手数料条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、他の条例に規定するもののほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２２８条第１項の規定により本市が徴収する手数料の種類、額その他手数料の徴収について必要

な事項を定める。 

（手数料の種類及び額） 

第２条 本市が徴収する手数料の種類及び額（次項で定める手数料を除く。）は、別表第１に定めるとおりと

する。 

２ 本市が徴収する法第２２８条第１項後段に定める標準事務に係る手数料の種類及び額は、別表第２に定め

るとおりとする。 

（手数料の徴収） 

第３条 手数料は、その事務に係る申請等があったときに徴収するものとする。ただし、別表第１第１１項に

定める証明、謄本若しくは抄本又は写しの交付及び閲覧の手数料についてはその交付又は閲覧の際に徴収す

るものとする。 

（手数料を徴収しない場合及びその減免） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表第１及び別表第２に定める手数料を徴収しな

い。 

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。 

(2) 国又は他の地方公共団体から請求があったとき。 

(3) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により扶助を受けている世帯に属しているか、又はそれに

準じる世帯に属している者から請求があったとき。 

(4) 火災、自然災害等による被害の事実に関する証明書の発行の申請があったとき。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより手数料を免除し、又は減額すること

ができる。 

（証明の交付等） 

第５条 奥書、認証その他その名義にかかわらず、文書により事実を認証する場合には、証明とみなし、手数

料を徴収する。 

２ 証明、謄本若しくは抄本又は写しの交付を郵便で請求する者は、別表第１第１１項第１号及び第２号に定

める手数料のほか、その送付に係る郵便料を添えなければならない。 

（手数料の不還付） 

第６条 既納の手数料は、その手数料に係る事務の変更又は取消しにかかわらず、還付しない。 

（過料） 

第７条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の５倍に相

当する金額（その５倍に相当する金額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円とする。）以下

の過料に処する。 
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別表第１（第２条関係） 

１ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）関係手数料 

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 １件につき ３，４００円 

２ 化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）関係手数料 

動物の飼養又は収容の許可申請手数料 １件につき ８，３９０円 

３ 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）関係手数料 

（１） 犬の登録手数料 １頭につき ３，０００円 

（２） 狂犬病予防注射済票交付手数料 １件につき ５５０円 

（３） 犬の鑑札の再交付手数料 １件につき １，６００円 

（４） 狂犬病予防注射済票再交付手数料 １件につき ３４０円 

４ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）関係手数料 

（１） 優良宅地造成認定申請手数料 

ア 造成宅地の面積が０．１ヘクタール未満のとき。 １件につき ８６，０００円 

イ 造成宅地の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき。 

 １件につき １３０，０００円 

ウ 造成宅地の面積が０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき １９０，０００円 

エ 造成宅地の面積が０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ２６０，０００円 

オ 造成宅地の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満のとき。 １件につき ３９０，０００円 

カ 造成宅地の面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満のとき。 １件につき ５１０，０００円 

キ 造成宅地の面積が６ヘクタール以上１０ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ６６０，０００円 

ク 造成宅地の面積が１０ヘクタール以上のとき。 １件につき ８７０，０００円 

（２） 優良住宅新築認定申請手数料 

ア 新築住宅の床面積の合計が１００平方メートル以下のとき。 １件につき ６，２００円 

イ 新築住宅の床面積の合計が１００平方メートルを超え、５００平方メートル以下のとき。 

 １件につき ８，６００円 

ウ 新築住宅の床面積の合計が５００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以下のとき。 

 １件につき １３，０００円 

エ 新築住宅の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以下のと

き。 １件につき ３５，０００円 

オ 新築住宅の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以下の

とき。 １件につき ４３，０００円 

カ 新築住宅の床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるとき。 
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 １件につき ５８，０００円 

（３） 住宅用家屋証明申請手数料 １件につき １，３００円 

５ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）関係手数料 

（１） 住民票の写し交付手数料 １世帯ごとに写し１通につき ３００円 

（２） 広域交付（住民基本台帳法第１２条の４第１項の規定により本市の住民基本台帳に記録されて

いる者以外の者の住民票を交付することをいう。）の請求を受けた場合の住民票の写し交付手数料 

１世帯ごとに写し１通につき ３００円 

６ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）関係手数料 

（１） 開発行為許可申請手数料 

ア 主として、自己の居住用にする住宅の建築のために行う開発行為の場合 

（ア） 開発区域の面積が０．１ヘクタール未満のとき。 １件につき ８，６００円 

（イ） 開発区域の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ２２，０００円 

（ウ） 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ４３，０００円 

（エ） 開発区域の面積が０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ８６，０００円 

（オ） 開発区域の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満のとき。 

 １件につき １３０，０００円 

（カ） 開発区域の面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき １７０，０００円 

（キ） 開発区域の面積が６ヘクタール以上１０ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ２２０，０００円 

（ク） 開発区域の面積が１０ヘクタール以上のとき。 １件につき ３００，０００円 

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務のために使用するものの建築又は自己の業務のために

使用する特定工作物の建設のために行う開発行為の場合 

（ア） 開発区域の面積が０．１ヘクタール未満のとき。 １件につき １３，０００円 

（イ） 開発区域の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ３０，０００円 

（ウ） 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ６５，０００円 

（エ） 開発区域の面積が０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満のとき。 

 １件につき １２０，０００円 

（オ） 開発区域の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ２００，０００円 
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（カ） 開発区域の面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ２７０，０００円 

（キ） 開発区域の面積が６ヘクタール以上１０ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ３４０，０００円 

（ク） 開発区域の面積が１０ヘクタール以上のとき。 １件につき ４８０，０００円 

ウ ア及びイ以外の開発行為の場合 

（ア） 開発区域の面積が０．１ヘクタール未満のとき。 １件につき ８６，０００円 

（イ） 開発区域の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき。 

 １件につき １３０，０００円 

（ウ） 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき １９０，０００円 

（エ） 開発区域の面積が０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ２６０，０００円 

（オ） 開発区域の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ３９０，０００円 

（カ） 開発区域の面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ５１０，０００円 

（キ） 開発区域の面積が６ヘクタール以上１０ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ６６０，０００円 

（ク） 開発区域の面積が１０ヘクタール以上のとき。 １件につき ８７０，０００円 

（２） 開発行為変更許可申請手数料 

１件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が８７０，０００円を超えるときは、そ

の手数料の額は、８７０，０００円とする。 

ア 開発行為に関する設計の変更（イのみに該当するものを除く。）については、開発区域の面積

（イに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合

にあっては、縮小後の開発区域の面積）に応じ前号に規定する額に１０分の１を乗じて得た額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第３０条第１項第１号から第４号まで（同法附

則第５項において準用する場合を含む。）に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発

区域の面積に応じ前号に規定する額 

ウ その他の変更については、１０，０００円 

（３） 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 １件につき ４６，０００円 

（４） 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 １件につき ２６，０００円 

（５） 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 

ア 敷地の面積が０．１ヘクタール未満のとき。 １件につき ６，９００円 

イ 敷地の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき。 
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 １件につき １８，０００円 

ウ 敷地の面積が０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき。 

 １件につき ３９，０００円 

エ 敷地の面積が０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満のとき。 １件につき ６９，０００円 

オ 敷地の面積が１ヘクタール以上のとき。 １件につき ９７，０００円 

（６） 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住用にする住宅の建築のため

に行うもの又は住宅以外の建築物で自己の業務のために使用するものの建築若しくは自己の業務の

ために使用する特定工作物の建設のために行うものであって、開発区域の面積が１ヘクタール未満

のとき。 １件につき １，７００円 

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務のため

に使用するものの建築又は自己の業務のために使用する特定工作物の建設のために行うものであっ

て、開発区域の面積が１ヘクタール以上のとき。 １件につき ２，７００円 

ウ ア及びイ以外の開発行為のとき。 １件につき １７，０００円 

（７） 開発登録簿の写しの交付手数料 写し１件につき ４７０円 

７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。以下この項において「長期優良住

宅法」という。）関係手数料 

（１） 長期優良住宅建築等計画の認定手数料（長期優良住宅法第６条第２項の規定による申出をしな

い場合） 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 長期優良住宅法第６条第１項第１号に定める基準に適合していることについて、あらかじめ住宅

の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関（第３号、第６号ア及び第７号、次項第１号ア並びに第１０項第３号アにおいて「評価

機関」という。）による審査を受けた場合 建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額 

（ア） 新築する住戸の総数が１戸のとき。 １件につき８，０００円 

（イ） 新築する住戸の総数が２戸以上５戸以下のとき。 １件につき１５，０００円 

（ウ） 新築する住戸の総数が６戸以上１０戸以下のとき。 １件につき２６，０００円 

（エ） 新築する住戸の総数が１１戸以上２５戸以下のとき。 １件につき４１，０００円 

（オ） 新築する住戸の総数が２６戸以上５０戸以下のとき。 １件につき７１，０００円 

（カ） 新築する住戸の総数が５１戸以上１００戸以下のとき。 １件につき１２０，０００円 

（キ） 新築する住戸の総数が１０１戸以上２００戸以下のとき。 

 １件につき１９０，０００円 

（ク） 新築する住戸の総数が２０１戸以上３００戸以下のとき。 

 １件につき２４０，０００円 

（ケ） 新築する住戸の総数が３０１戸以上のとき。 １件につき２６０，０００円 

（コ） 増築し、又は改築する住戸の総数が１戸のとき。 １件につき１２，０００円 
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（サ） 増築し、又は改築する住戸の総数が２戸以上５戸以下のとき。 

 １件につき２３，０００円 

（シ） 増築し、又は改築する住戸の総数が６戸以上１０戸以下のとき。 

 １件につき４０，０００円 

（ス） 増築し、又は改築する住戸の総数が１１戸以上２５戸以下のとき。 

 １件につき６１，０００円 

（セ） 増築し、又は改築する住戸の総数が２６戸以上５０戸以下のとき。 

 １件につき１１０，０００円 

（ソ） 増築し、又は改築する住戸の総数が５１戸以上１００戸以下のとき。 

 １件につき１７０，０００円 

（タ） 増築し、又は改築する住戸の総数が１０１戸以上２００戸以下のとき。 

 １件につき２９０，０００円 

（チ） 増築し、又は改築する住戸の総数が２０１戸以上３００戸以下のとき。 

 １件につき３６０，０００円 

（ツ） 増築し、又は改築する住戸の総数が３０１戸以上のとき。 

 １件につき４００，０００円 

イ ア以外の場合 建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額に消費税等相当額（消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）の規定に基づき算出した消費税額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定に基づき算出した地方消費税額を加えて得た額をいう。第６号イにおいて同じ。）を加えて

得た額とアに掲げる額とを合計した額 

（ア） 新築する住戸の総数が１戸のとき。 １件につき３９，０００円 

（イ） 新築する住戸の総数が２戸以上５戸以下のとき。 １件につき９８，０００円 

（ウ） 新築する住戸の総数が６戸以上１０戸以下のとき。 １件につき１４９，０００円 

（エ） 新築する住戸の総数が１１戸以上２５戸以下のとき。 １件につき３０９，０００円 

（オ） 新築する住戸の総数が２６戸以上５０戸以下のとき。 １件につき５４２，０００円 

（カ） 新築する住戸の総数が５１戸以上１００戸以下のとき。 １件につき９０１，０００円 

（キ） 新築する住戸の総数が１０１戸以上２００戸以下のとき。 

 １件につき１，７４０，０００円 

（ク） 新築する住戸の総数が２０１戸以上３００戸以下のとき。 

 １件につき２，５００，０００円 

（ケ） 新築する住戸の総数が３０１戸以上のとき。 １件につき３，１９０，０００円 

（コ） 増築し、又は改築する住戸の総数が１戸のとき。 １件につき５８，９００円 

（サ） 増築し、又は改築する住戸の総数が２戸以上５戸以下のとき。 

 １件につき１４２，０００円 

（シ） 増築し、又は改築する住戸の総数が６戸以上１０戸以下のとき。 
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 １件につき２２８，０００円 

（ス） 増築し、又は改築する住戸の総数が１１戸以上２５戸以下のとき。 

 １件につき４６４，０００円 

（セ） 増築し、又は改築する住戸の総数が２６戸以上５０戸以下のとき。 

 １件につき８２３，０００円 

（ソ） 増築し、又は改築する住戸の総数が５１戸以上１００戸以下のとき。 

 １件につき１，４５０，０００円 

（タ） 増築し、又は改築する住戸の総数が１０１戸以上２００戸以下のとき。 

 １件につき２，６５０，０００円 

（チ） 増築し、又は改築する住戸の総数が２０１戸以上３００戸以下のとき。 

 １件につき３，８００，０００円 

（ツ） 増築し、又は改築する住戸の総数が３０１戸以上のとき。 

 １件につき４，６８０，０００円 

（２） 長期優良住宅建築等計画の認定手数料（長期優良住宅法第６条第２項の規定による申出をする

場合） 前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額と長期優良住宅法第６条第２項の規

定による申出をするものに応じ、それぞれ次に掲げる額とを合計した額 

ア 建築物 秦野市建築基準法施行細則（昭和６０年秦野市規則第１号）第２２条第１項の規定によ

り算定した床面積に応じ、秦野市建築基準条例（平成１２年秦野市条例第２６号）別表第１第１項

に規定する額 

イ 建築設備 秦野市建築基準条例別表第１第２項に掲げる手数料の区分に従い、それぞれの手数料

の額と同一の額 

（３） 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料（長期優良住宅法第８条第２項において準用す

る長期優良住宅法第６条第２項の規定による申出をしない場合） 第１号ア又はイに掲げる区分に応

じ、それぞれに定める額（同号イに該当し、評価機関の審査を必要としない場合においては、同号イ

中「次に掲げる額に消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に基づき算出し

た消費税額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づき算出した地方消費税額を加えて

得た額をいう。第６号イにおいて同じ。）を加えて得た額」を「次に掲げる額」と読み替えて算出し

た額。次号において同じ。）に２分の１を乗じて得た額 

（４） 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料（長期優良住宅法第８条第２項において準用す

る長期優良住宅法第６条第２項の規定による申出をする場合） 第１号ア又はイに掲げる区分に応

じ、それぞれに定める額に２分の１を乗じて得た額と長期優良住宅法第６条第２項の規定による申出

をするものに応じ、それぞれ第２号ア又はイに掲げる額とを合計した額 

（５） 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料（長期優良住宅法第９条第１項の規定により譲

渡人を決定した場合） １件につき２，１００円 

（６） 長期優良住宅維持保全計画の認定手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 
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ア 長期優良住宅法第６条第１項第１号に定める基準に適合していることについて、あらかじめ評価

機関による審査を受けた場合 建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額 

（ア） 住戸の総数が１戸のとき。 １件につき１２，０００円 

（イ） 住戸の総数が２戸以上５戸以下のとき。 １件につき２３，０００円 

（ウ） 住戸の総数が６戸以上１０戸以下のとき。 １件につき４０，０００円 

（エ） 住戸の総数が１１戸以上２５戸以下のとき。 １件につき６１，０００円 

（オ） 住戸の総数が２６戸以上５０戸以下のとき。 １件につき１１０，０００円 

（カ） 住戸の総数が５１戸以上１００戸以下のとき。 １件につき１７０，０００円 

（キ） 住戸の総数が１０１戸以上２００戸以下のとき。 １件につき２９０，０００円 

（ク） 住戸の総数が２０１戸以上３００戸以下のとき。 １件につき３６０，０００円 

（ケ） 住戸の総数が３０１戸以上のとき。 １件につき４００，０００円 

イ ア以外の場合 建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額に消費税等相当額を加えて得た額とア

に掲げる額とを合計した額 

（ア） 住戸の総数が１戸のとき。 １件につき５８，９００円 

（イ） 住戸の総数が２戸以上５戸以下のとき。 １件につき１４２，０００円 

（ウ） 住戸の総数が６戸以上１０戸以下のとき。 １件につき２２８，０００円 

（エ） 住戸の総数が１１戸以上２５戸以下のとき。 １件につき４６４，０００円 

（オ） 住戸の総数が２６戸以上５０戸以下のとき。 １件につき８２３，０００円 

（カ） 住戸の総数が５１戸以上１００戸以下のとき。 １件につき１，４５０，０００円 

（キ） 住戸の総数が１０１戸以上２００戸以下のとき。 １件につき２，６５０，０００円 

（ク） 住戸の総数が２０１戸以上３００戸以下のとき。 １件につき３，８００，０００円 

（ケ） 住戸の総数が３０１戸以上のとき。 １件につき４，６８０，０００円 

（７） 長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料 前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める額（同号イに該当し、評価機関の審査を必要としない場合においては、同号イ中「次に掲

げる額に消費税等相当額を加えて得た額」を「次に掲げる額」と読み替えて算出した額）に２分の１

を乗じて得た額 

（８） 長期優良住宅法第１０条の規定による地位の承継の承認申請手数料 １件につき１，７００円 

（９） 長期優良住宅法第１８条第１項の規定による容積率の特例許可申請手数料 

 １件につき１６０，０００円 

８ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下この項において「低炭素法」とい

う。）関係手数料 

（１） 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第５４条第２項の規定による申出をしな

い場合） 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。第１０項において「建築物省
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エネ法」という。）第１４条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（第１０項

第３号アにおいて「判定機関」という。）又は評価機関による審査を受けた場合 次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 一戸建ての住宅（人の居住用以外の用途として使用する部分を有しないものに限る。以下

この項及び第１０項において同じ。）のとき。 １件につき４，７００円 

（イ） 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項にお

いて同じ。）のとき。 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき９，４００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき２０，０００円 

c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき４５，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件につき８１，０００円 

（ウ） １の建築物のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請に係るものを合計した額 

a 共同住宅等の部分 建築物の共同住宅等の部分の床面積について、（イ）aからdまでの区分

に応じ、それぞれに定める額 

b 非住宅部分（建築物の住宅部分（人の居住用の用途として使用する建築物の部分をいう。第

10項において同じ。）以外の部分をいう。以下この項及び第１０項において同じ。） 次に掲

げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

（a） 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。１件につき９，４００円 

（b） 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき１６，０００円 

（c） 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。１

件につき２７，０００円 

（d） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。１

件につき８０，０００円 

（e） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のとき。

１件につき１３０，０００円 

（f） 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のと

き。１件につき１６０，０００円 

（g） 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 

１件につき２００，０００円 

イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業

省・国土交通省令第１号。以下この項及び第１０項において「基準省令」という。）第１０条第
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２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。）のとき。次に掲げる建

築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。１件につき３４，０００円 

b 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。１件につき３８，０００円 

（イ） 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ（２）及びロ

（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

a 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき２５，０００円 

b 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき２８，０００円 

（ウ） 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限

る。）のとき。次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。１件につき１７，０００円 

b 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。１件につき１９，０００円 

（エ） 共同住宅等（基準省令第１０条第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係

るものに限る。）のとき。次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。１件につき６９，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき１２０，０００円 

c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき２００，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。１件につき２８０，０００円 

（オ） 共同住宅等（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ（２）及びロ

（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき５１，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき８６，０００円 

c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき１５０，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件につき２２０，０００円 

（カ） 共同住宅等（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限る。）

のとき。次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。１件につき３３，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき５７，０００円 
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c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき１００，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。１件につき１６０，０００円 

（キ） １の建築物のとき。次に掲げる額のうち、認定申請に係るものを合計した額 

a 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定

に係るものに限る。） 建築物の共同住宅等の部分の床面積について、（エ）aからdまでの区

分に応じ、それぞれに定める額 

b 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ（２）及び

（１）の規定に係るものに限る。） 建築物の共同住宅等の部分の床面積について、（オ）a

からdまでの区分に応じ、それぞれに定める額 

c 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限

る。） 建築物の共同住宅等の部分の床面積について、（カ）aからdまでの区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

d 非住宅部分（基準省令第１０条第１号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係る

ものに限る。） 次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

（a） 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。１件につき２３０，０００円 

（b） 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき２９０，０００円 

（c） 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。１

件につき３７０，０００円 

（d） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。１

件につき５３０，０００円 

（e） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のとき。

１件につき６５０，０００円 

（f） 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のと

き。１件につき７７０，０００円 

（g） 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 

１件につき８７０，０００円 

e 非住宅部分（基準省令第第１０条第１号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限る。） 

次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

（a） 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。１件につき８７，０００円 

（b） 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のとき。１件に

つき１１０，０００円 

（c） 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。１

件につき１５０，０００円 
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（d） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。１

件につき２４０，０００円 

（e） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のとき。

１件につき３１０，０００円 

（f） 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のと

き。１件につき３７０，０００円 

（g） 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。１件につき４４０，０００円 

（２） 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第５４条第２項の規定による申出をする

場合） 前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額と低炭素法第５４条第２項の規定に

よる申出をするものに応じ、それぞれ次に掲げる額とを合計した額 

ア 建築物 秦野市建築基準法施行細則第２２条第１項の規定により算定した床面積に応じ、秦野市

建築基準条例別表第１第１項に規定する額 

イ 建築設備 秦野市建築基準条例別表第１第２項に掲げる手数料の区分に従い、それぞれの手数料

の額と同一の額 

（３） 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料（低炭素法第５５条第２項において準用する低

炭素法第５４条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

額を合計した額 

ア 新たに共同住宅等の部分又は非住宅部分を追加する場合 変更認定申請に係るものについて、第

１号ア又はイに該当する場合においては、同号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

（この場合においては、同号ア又はイ中「床面積」を「追加する床面積」と読み替えて算出した

額） 

イ ア以外の場合 変更認定申請に係るものについて、次に定める額 

（ア） 第１号アに該当する場合においては、同号アに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額に

２分の１を乗じて得た額（同号ア（ウ）に該当する場合においては、既に計画の認定を受けた部

分で変更しない部分に係るものを含む。） 

（イ） 第１号イに該当する場合においては、同号イに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額に

２分の１を乗じて得た額（同号イ（キ）に該当する場合においては、既に計画の認定を受けた部

分で変更しない部分に係るものを含む。） 

（４） 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料（低炭素法第５５条第２項において準用する低

炭素法第５４条第２項の規定による申出をする場合） 前号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

額を合計した額と低炭素法第５４条第２項の規定による申出をするものに応じ、それぞれ第２号ア又

はイに掲げる額とを合計した額 

９ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）関係手数料 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条第１項の規定による容積率の特例に係る許可

申請手数料 １件につき１６０，０００円 
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１０ 建築物省エネ法関係手数料 

（１） 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれに

定める額 

ア 一戸建ての住宅の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 基準省令第１条第１項第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るもの 

次に掲げる一戸建ての住宅の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき３４，０００円 

b 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき３８，０００円 

（イ） 基準省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の規定

に係るもの 次に掲げる一戸建ての住宅の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき２５，０００円 

b 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき２８，０００円 

（ウ） 基準省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係るもの 次に掲げる一戸建

ての住宅の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

a 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき１７，０００円 

b 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき１９，０００円 

イ １の建築物（一戸建ての住宅を除く。）の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に

係るものに限る。） 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき６９，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき１２０，０００円 

c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 １件に

つき２００，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件につき２８０，０００円 

（イ） 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ（２）及びロ

（１）の規定に係るものに限る。） 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき５１，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 １件につき

８６，０００円 

c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 １件に

つき１５０，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件につき２２０，０００円 
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（ウ） 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限

る。） 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき３３，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき５７，０００円 

c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき１００，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件につき１６０，０００円 

（エ） 工場等（基準省令第１０条第１号に規定する工場等をいう。）の場合 次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額 

a 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書又は同号イの規定に係るものに限る。） 

次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

（a） 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき２３，０００円 

（b） 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のとき。 １件

につき３１，０００円 

（c） 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき４３，０００円 

（d） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき１００，０００円 

（e） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき１５０，０００円 

（f） 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のと

き。 １件につき１９０，０００円 

（g） 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 

 １件につき２３０，０００円 

b 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定に係るものに限る。） 次に掲げる建築

物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

（a） 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき１９，０００円 

（b） 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき２６，０００円 

（c） 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき３８，０００円 

（d） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

１件につき９５，０００円 

（e） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のとき。 
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１件につき１４０，０００円 

（f） 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のと

き。 １件につき１８０，０００円 

（g） 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 

 １件につき２２０，０００円 

（オ） （ア）から（エ）以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

a 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書又は同号イの規定に係るものに限る。） 

建築物の非住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（キ）d（a）から（g）までの区分に

応じ、それぞれに定める額 

b 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定に係るものに限る。） 建築物の非住宅

部分の床面積について、第８項第１号イ（キ）e（a）から（g）までの区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（２） 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更適合性判定手数料（建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１３条に規定する軽微な変更に該

当していることを証する書面を交付する場合を含む。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

額を合計した額 

ア 新たに建築物を追加する場合 変更認定申請に係るものについて、前号ア又はイに掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額（この場合において、これらの規定中「床面積」を「追加する床面積」

と読み替えて算出した額） 

イ ア以外の場合 変更認定申請に係るものについて、前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ

に定める額に２分の１を乗じて得た額（既に適合性の判定を受けた部分で変更しない部分に係るも

のを含む。） 

（３） 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料（建築物省エネ法第３０条第２項の規定

による申出をしない場合） 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 建築物省エネ法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ判定

機関若しくは評価機関による審査を受けた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第

１項に規定する設計住宅性能評価書について、あらかじめ評価機関から交付を受けた場合 次に掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 一戸建ての住宅のとき。 １件につき４，７００円 

（イ） １の建築物（一戸建ての住宅を除き、同時に住宅部分の認定申請をしたものを含む。イ

（エ）において同じ。）のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請に係るものを合計した額 

a 住宅部分 建築物の住宅部分の床面積について、第８項第１号ア（イ）aからdまでの区分に

応じ、それぞれに定める額 

b 非住宅部分 建築物の非住宅部分の床面積について、第８項第１号ア（ウ）b（a）から（g）

までの区分に応じ、それぞれに定める額 
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（ウ） ２以上の建築物のとき（建築物省エネ法第２９条第３項に規定する他の建築物を含む場合

をいう。イ（オ）において同じ。）。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した

額 

a 申請に係る建築物 （ア）又は（イ）の規定の例により算定した額 

b 他の建築物（cに掲げるものを除く。） イ（ア）、（イ）、（ウ）又は（エ）の規定の例に

より算定した額 

c 他の建築物で、ア（ア）から（ウ）まで以外の部分に規定する場合に該当するもの （ア）

又は（イ）の規定の例により算定した額 

イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定

に係るものに限る。）のとき。 建築物の床面積について、第８項第１号イ（ア）a又はbの区分

に応じ、それぞれに定める額 

（イ） 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ（２）及びロ

（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 建築物の床面積について、第８項第１号イ（イ）

a又はbの区分に応じ、それぞれに定める額 

（ウ） 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限

る。）のとき。建築物の床面積について、第８項第１号イ（ウ）a又はbの区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（エ） １の建築物のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請に係るものを合計した額 

a 住宅部分（基準省令第１０条第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るも

のに限る。） 建築物の住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（エ）aからdまでの区分

に応じ、それぞれに定める額 

b 住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の

規定に係るものに限る。） 建築物の住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（オ）aか

らdまでの区分に応じ、それぞれに定める額 

c 住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限る。） 建

築物の住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（カ）aからdまでの区分に応じ、それぞれ

に定める額 

d 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書若しくは基準省令第１０条第１号ただし

書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 建築物の非住宅部分の床面積

について、第８項第１号イ（キ）d（a）から（g）までの区分に応じ、それぞれに定める額 

e 非住宅部分（基準省令第１０条第１号イ（２）及びロ（２）の規定に係るものに限る。） 

建築物の非住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（キ）e（a）から（g）までの区分に

応じ、それぞれに定める額 

（オ） ２以上の建築物のとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額 
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a 申請に係る建築物 （ア）、（イ）、（ウ）又は（エ）の規定の例により算定した額 

b 他の建築物（cに掲げるものを除く。） （ア）、（イ）、（ウ）又は（エ）の規定の例によ

り算定した額 

c 他の建築物で、ア（ア）から（ウ）まで以外の部分に規定する場合に該当するもの ア

（ア）又は（イ）の規定の例により算定した額 

（４） 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料（建築物省エネ法第３０条第２項の規定

による申出をする場合） 前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額と建築物省エネ法

第30条第２項の規定による申出をするものに応じ、それぞれ次に掲げる額とを合計した額 

ア 建築物 秦野市建築基準法施行細則第２２条第１項の規定により算定した床面積に応じ、秦野市

建築基準条例別表第１第１項に規定する額 

イ 建築設備 秦野市建築基準条例別表第１第２項に掲げる手数料の区分に従い、それぞれの手数料

の額と同一の額 

（５） 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料（建築物省エネ法第３１条第２項に

おいて準用する建築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額を合計した額 

ア 新たに建築物の住宅部分又は非住宅部分を追加する場合 変更認定申請に係るものについて、第

３号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額（この場合において、これらの規定中「床

面積」を「追加する床面積」と読み替えて算出した額） 

イ ア以外の場合 変更認定申請に係るものについて、第３号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める額に２分の１を乗じて得た額（既に計画の認定を受けた部分で変更しない部分に係るも

のを含む。） 

（６） 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料（建築物省エネ法第３１条第２項に

おいて準用する建築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出をする場合） 前号に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額を合計した額と建築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出をするも

のに応じ、それぞれ第４号ア又はイに掲げる額とを合計した額 

（７） 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定建築物における完了検査（建築物省エネ法第１

１条第１項若しくは第２項又は第１２条第２項若しくは第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受けた建築物又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第８

条第１項各号の規定に基づく同法第１１条第６項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものと

みなす建築物に係る建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は第１８条第２０項の規定に基づ

く通知に対する検査を含む。）手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 一戸建ての住宅の場合 １件につき１４，０００円 

イ １の建築物の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

（ア） 住宅部分（一戸建ての住宅を除く。） 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

- 26 -



 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき２１，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき３５，０００円 

c 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき６７，０００円 

d 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件につき１００，０００円 

（イ） 非住宅部分 次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

a 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき１９，０００円 

b 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のとき。 

 １件につき２６，０００円 

c 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のとき。 １件に

つき３８，０００円 

d 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のとき。 １件に

つき９５，０００円 

e 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のとき。 １件

につき１４０，０００円 

f 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のとき。 １

件につき１８０，０００円 

g 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 １件につき２２０，０００円 

１１ その他諸証明、写しの交付及び閲覧に関する手数料 

（１） 証明手数料 

ア 租税に関する証明手数料 税の種類及び年度ごとに証明書１通につき ３００円 

（あわせて賦課徴収する市民税と県民税、固定資産税と都市計画税は、これを同種の税とみな

す。） 

イ 土地又は家屋に関する証明手数料（ウに該当するものを除く。） 証明書１通（５物件までのも

の）につき ３００円 

ウ 農耕地に関する証明手数料 証明の種類ごとに証明書１通につき ３００円 

エ その他諸証明手数料 証明の種類ごとに証明書１通につき ３００円 

（２） 謄本若しくは抄本又は写しの交付手数料 

ア 公簿の謄本又は抄本交付手数料 謄本又は抄本１通につき ３００円 

イ 文書又は図画の写し交付手数料（情報の提供として行う写しの交付に限る。） 

１件ごとに３００円に写し２枚以上について１枚（A３判以下の用紙をいう。）当たり３０円を

加えた額 

（３） 閲覧手数料 

- 27 -



 

ア 租税に関する公簿閲覧手数料 税の種類及び年度ごとに１件当たり１回の閲覧につき ３００円 

（固定資産課税台帳については、地方税法第４１６条第３項の規定により公示した期間（同法第

４１９条第８項の規定による場合を含む。）において納税義務者が閲覧するときは、手数料を徴し

ない。税の種類については、第１号アの括弧書を準用する。） 

イ 居住関係の公簿閲覧手数料 １世帯ごとに１回の閲覧につき ３００円 

ウ 公図閲覧手数料 １枚ごとに１回の閲覧につき ３００円 

別表第２（第２条関係） 

１ 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）関係手数料 

（１） 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付手数料 １通につき ４５０円 

（２） 戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 証明事項１件につき ３５０円 

（３） 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 １件につき ４００円（地方公共団体の手数料

の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令（平成１２年自治省令第５号）

第１条の２に該当するとき又は同一事項の戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求するとき

は、無料） 

（４） 除籍の謄抄本又は除籍証明書の交付手数料 １通につき ７５０円 

（５） 除籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 証明事項１件につき ４５０円 

（６） 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 １件につき ７００円（地方公共団体の手数料

の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第１条の２に該当するとき又は

同一事項の除籍の謄抄本若しくは除籍証明書と同時に請求するときは、無料） 

（７） 届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の

証明書交付手数料 １通につき ３５０円 

（８） 戸籍法施行規則（昭和２２年司法省令第９４号）第６６条第２項で定める様式による上質紙を

用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料 

 １通につき １，４００円 

（９） 届書その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は

届書等情報の内容を表示したもの１件につき ３５０円 

２ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）関係手数料 

（１） 危険物の仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 １件につき ５，４００円 

（２） 危険物施設の設置許可申請手数料 

ア 製造所 

（ア） 指定数量の倍数が１０以下のもの １件につき ３９，０００円 

（イ） 指定数量の倍数が１０を超え、５０以下のもの １件につき ５２，０００円 

（ウ） 指定数量の倍数が５０を超え、１００以下のもの １件につき ６６，０００円 

（エ） 指定数量の倍数が１００を超え、２００以下のもの １件につき ７７，０００円 

（オ） 指定数量の倍数が２００を超えるもの １件につき ９２，０００円 
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イ 貯蔵所 

（ア） 屋内貯蔵所 

a 指定数量の倍数が１０以下のもの １件につき ２０，０００円 

b 指定数量の倍数が１０を超え、５０以下のもの １件につき ２６，０００円 

c 指定数量の倍数が５０を超え、１００以下のもの １件につき ３９，０００円 

d 指定数量の倍数が１００を超え、２００以下のもの １件につき ５２，０００円 

e 指定数量の倍数が２００を超えるもの １件につき ６６，０００円 

（イ） 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所（岩盤タンク

に係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

a 指定数量の倍数が１００以下のもの １件につき ２０，０００円 

b 指定数量の倍数が１００を超え、１０，０００以下のもの １件につき ２６，０００円 

c 指定数量の倍数が１０，０００を超えるもの １件につき ３９，０００円 

（ウ） 準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） １件につき 

５７０，０００円 

（エ） 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

a 危険物の貯蔵最大数量が１，０００キロリットル以上５，０００キロリットル未満のもの 

１件につき ８８０，０００円 

b 危険物の貯蔵最大数量が５，０００キロリットル以上１０，０００キロリットル未満のもの 

１件につき １，０７０，０００円 

c 危険物の貯蔵最大数量が１０，０００キロリットル以上５０，０００キロリットル未満のも

の １件につき １，２００，０００円 

d 危険物の貯蔵最大数量が５０，０００キロリットル以上１００，０００キロリットル未満の

もの １件につき １，５２０，０００円 

e 危険物の貯蔵最大数量が１００，０００キロリットル以上２００，０００キロリットル未満

のもの １件につき １，７８０，０００円 

f 危険物の貯蔵最大数量が２００，０００キロリットル以上３００，０００キロリットル未満

のもの １件につき ４，０７０，０００円 

g 危険物の貯蔵最大数量が３００，０００キロリットル以上４００，０００キロリットル未満

のもの １件につき ５，３４０，０００円 

h 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル以上のもの 

 １件につき ６，４９０，０００円 

（オ） 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 

a 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル未満のもの 

 １件につき ５，９３０，０００円 

b 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル以上５００，０００キロリットル未満
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のもの １件につき ７，４７０，０００円 

c 危険物の貯蔵最大数量が５００，０００キロリットル以上のもの 

 １件につき １０，９００，０００円 

（カ） 屋内タンク貯蔵所 １件につき ２６，０００円 

（キ） 地下タンク貯蔵所 

a 指定数量の倍数が１００以下のもの １件につき ２６，０００円 

b 指定数量の倍数が１００を超えるもの １件につき ３９，０００円 

（ク） 簡易タンク貯蔵所 １件につき １３，０００円 

（ケ） 移動タンク貯蔵所（積載式移動タンク貯蔵所及び航空機の燃料タンクに直接給油するため

の給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。） １件につき ２６，０００円 

（コ） 積載式移動タンク貯蔵所及び航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた

移動タンク貯蔵所 １件につき ３９，０００円 

（サ） 屋外貯蔵所 １件につき １３，０００円 

ウ 取扱所 

（ア） 給油取扱所（屋内給油取扱所を除く。） １件につき ５２，０００円 

（イ） 屋内給油取扱所 １件につき ６６，０００円 

（ウ） 第１種販売取扱所 １件につき ２６，０００円 

（エ） 第２種販売取扱所 １件につき ３３，０００円 

（オ） 移送取扱所 

a 危険物を移送するための配管の延長（その配管の起点又は終点が２以上ある場合には、任意

の起点から任意の終点までのその配管のうち最大のもの。以下同じ。）が１５キロメートル以

下のもの（危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が０．９５メガパスカル以上のも

のであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が７キロメートル以上のものを除

く。） １件につき ２１，０００円 

b 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が０．９５メガパスカル以上であって、か

つ、危険物を移送するための配管の延長が７キロメートル以上１５キロメートル以下のもの 

１件につき ８７，０００円 

c 危険物を移送するための配管の延長が１５キロメートルを超えるものについては、 

８７，０００円に危険物を移送するための配管の延長が１５キロメートル又は１５キロメート

ルに満たない端数を増すごとに２２，０００円を加えた額 

（カ） 一般取扱所 

a 指定数量の倍数が１０以下のもの １件につき ３９，０００円 

b 指定数量の倍数が１０を超え、５０以下のもの １件につき ５２，０００円 

c 指定数量の倍数が５０を超え、１００以下のもの １件につき ６６，０００円 

d 指定数量の倍数が１００を超え、２００以下のもの １件につき ７７，０００円 
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e 指定数量の倍数が２００を超えるもの １件につき ９２，０００円 

（３） 危険物施設の変更許可申請手数料 

前号の区分（特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯

蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以

外の屋外タンク貯蔵所とみなして前号の区分）に従い、それぞれその手数料の額の２分の１の額 

（４） 危険物施設の設置の完成検査申請手数料 

第２号の区分（特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク

貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみ

なして第２号の区分。以下次号において同じ。）に従い、それぞれその手数料の額の２分の１の額 

（５） 危険物施設の変更の完成検査申請手数料 

第２号の区分に従い、それぞれその手数料の額の４分の１の額 

（６） 危険物施設の仮使用承認申請手数料 １件につき ５，４００円 

（７） 危険物施設の設置の完成検査前検査申請手数料 

ア 水張検査 

（ア） 容量１０，０００リットル以下のタンク １件につき ６，０００円 

（イ） 容量１０，０００リットルを超え、１，０００，０００リットル以下のタンク 

 １件につき １１，０００円 

（ウ） 容量１，０００，０００リットルを超え、２，０００，０００リットル以下のタンク １

件につき １５，０００円 

（エ） 容量２，０００，０００リットルを超えるタンク 

１５，０００円に１，０００，０００リットル又は１，０００，０００リットルに満たない端

数を増すごとに４，４００円を加えた額 

イ 水圧検査 

（ア） 容量６００リットル以下のタンク １件につき ６，０００円 

（イ） 容量６００リットルを超え、１０，０００リットル以下のタンク １件につき １１，０

００円 

（ウ） 容量１０，０００リットルを超え、２０，０００リットル以下のタンク １件につき １

５，０００円 

（エ） 容量２０，０００リットルを超えるタンク １５，０００円に１０，０００リットル又は

１０，０００リットルに満たない端数を増すごとに４，４００円を加えた額 

ウ 基礎・地盤検査 

（ア） 危険物の貯蔵最大数量が１，０００キロリットル以上５，０００キロリットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所 １件につき ４２０，０００円 

（イ） 危険物の貯蔵最大数量が５，０００キロリットル以上１０，０００キロリットル未満の特

定屋外タンク貯蔵所 １件につき ５６０，０００円 
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（ウ） 危険物の貯蔵最大数量が１０，０００キロリットル以上５０，０００キロリットル未満の

特定屋外タンク貯蔵所 １件につき ７３０，０００円 

（エ） 危険物の貯蔵最大数量が５０，０００キロリットル以上１００，０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき ９６０，０００円 

（オ） 危険物の貯蔵最大数量が１００，０００キロリットル以上２００，０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき １，０９０，０００円 

（カ） 危険物の貯蔵最大数量が２００，０００キロリットル以上３００，０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき １，６６０，０００円 

（キ） 危険物の貯蔵最大数量が３００，０００キロリットル以上４００，０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき １，９００，０００円 

（ク） 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 １件

につき ２，１２０，０００円 

エ 溶接部検査 

（ア） 危険物の貯蔵最大数量が１，０００キロリットル以上５，０００キロリットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所 １件につき ５３０，０００円 

（イ） 危険物の貯蔵最大数量が５，０００キロリットル以上１０，０００キロリットル未満の特

定屋外タンク貯蔵所 １件につき ６８０，０００円 

（ウ） 危険物の貯蔵最大数量が１０，０００キロリットル以上５０，０００キロリットル未満の

特定屋外タンク貯蔵所 １件につき １，０３０，０００円 

（エ） 危険物の貯蔵最大数量が５０，０００キロリットル以上１００，０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき １，４１０，０００円 

（オ） 危険物の貯蔵最大数量が１００，０００キロリットル以上２００，０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき １，７８０，０００円 

（カ） 危険物の貯蔵最大数量が２００，０００キロリットル以上３００，０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき ３，４３０，０００円 

（キ） 危険物の貯蔵最大数量が３００，０００キロリットル以上４００，０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １件につき ４，１９０，０００円 

（ク） 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 １件

につき ４，８００，０００円 

オ 岩盤タンク検査 

（ア） 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 １件につ

き ９，３２０，０００円 

（イ） 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル以上５００，０００キロリットル未

満の屋外タンク貯蔵所 １件につき １２，６００，０００円 

（ウ） 危険物の貯蔵最大数量が５００，０００キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 １件につ
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き １７，３００，０００円 

（８） 危険物施設の変更の完成検査前検査申請手数料 

ア 水張検査 

前号アの区分に従い、それぞれその手数料の額と同一の額 

イ 水圧検査 

前号イの区分に従い、それぞれその手数料の額と同一の額 

ウ 基礎・地盤検査 

前号ウの区分に従い、それぞれその手数料の額の２分の１の額 

エ 溶接部検査 

前号エの区分に従い、それぞれその手数料の額の２分の１の額 

オ 岩盤タンク検査 

前号オの区分に従い、それぞれその手数料の額の２分の１の額 

（９） 保安検査手数料 

ア 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

（ア） 危険物の貯蔵最大数量が１，０００キロリットル以上５，０００キロリットル未満のもの 

１件につき ３２０，０００円 

（イ） 危険物の貯蔵最大数量が５，０００キロリットル以上１０，０００キロリットル未満のも

の １件につき ４６０，０００円 

（ウ） 危険物の貯蔵最大数量が１０，０００キロリットル以上５０，０００キロリットル未満の

もの １件につき ７５０，０００円 

（エ） 危険物の貯蔵最大数量が５０，０００キロリットル以上１００，０００キロリットル未満

のもの １件につき １，０２０，０００円 

（オ） 危険物の貯蔵最大数量が１００，０００キロリットル以上２００，０００キロリットル未

満のもの １件につき １，３００，０００円 

（カ） 危険物の貯蔵最大数量が２００，０００キロリットル以上３００，０００キロリットル未

満のもの １件につき ３，１５０，０００円 

（キ） 危険物の貯蔵最大数量が３００，０００キロリットル以上４００，０００キロリットル未

満のもの １件につき ３，８７０，０００円 

（ク） 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル以上のもの 

 １件につき ４，４６０，０００円 

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大数量が１，０００キロリットル以上４００，０００キロリットル未満の

もの １件につき ２，６９０，０００円 

（イ） 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キロリットル以上５００，０００キロリットル未

満のもの １件につき ３，２３０，０００円 
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（ウ） 危険物の貯蔵最大数量が５００，０００キロリットル以上のもの 

 １件につき ４，８３０，０００円 

ウ 移送取扱所 

（ア） 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が０．９５メガパスカル以上であって、

かつ、危険物を移送するための配管の延長が７キロメートル以上１５キロメートル以下の移送取

扱所 １件につき ７０，０００円 

（イ） 危険物を移送するための配管の延長が１５キロメートルを超える移送取扱所については、

７０，０００円に危険物を移送するための配管の延長が１５キロメートル又は１５キロメートル

に満たない端数を増すごとに１７，０００円を加えた額 

３ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）関係手数料 

煙火消費許可申請手数料 １件につき ７，９００円 

４ 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）関係手数料 

臨時運行許可申請手数料 １両につき ７５０円 

５ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）関係手数料 

（１） 貯蔵施設又は特定供給設備の設置許可申請手数料 ２１，０００円に貯蔵施設又は特定供給設

備の数を乗じて得た金額 

（２） 貯蔵施設又は特定供給設備の変更許可申請手数料 １７，０００円に変更に係る貯蔵施設又は

特定供給設備の数を乗じて得た金額 

（３） 貯蔵施設又は特定供給設備の設置完成検査申請手数料 ３１，０００円に貯蔵施設又は特定供

給設備（高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第２０条第１項又は第３項の規定により完成

検査を受け、又は自ら行い、同法第８条第１号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油

ガスに係る施設（以下この号及び次号において「完成検査合格施設」という。）であるものを除

く。）の数を乗じて得た額と５，８００円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数

を乗じて得た額との合計額 

（４） 貯蔵施設又は特定供給設備の変更完成検査申請手数料 ２４，０００円に変更に係る貯蔵施設

又は特定供給設備（完成検査合格施設であるものを除く。）の数を乗じて得た額と５，８００円に完

成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 
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様式２

22-006-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-5100

秦野市長の資産等の公開に関する条例施行規則第１０条
第２項　報告書を閲覧する者は、その報告書を汚損し、又は破損
することがないように丁寧に取り扱わなければならない。
第３項　市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあ
る者に対して報告書の閲覧の中止を命じ、又はその閲覧を禁止す
ることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

秦野市長の資産等報告書の閲覧中止又は禁止

秦野市長の資産等の公開に関する条例施行規則

第１０条第３項

政策部秘書課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-009-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

行政財産使用料の請求

秦野市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

第７条

総務部財産管理課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-5124

地方自治法及び秦野市財産規則に基づき、行政財産の目的外使用
申請に際し許可されたものについて、申請者（使用者）より行政
財産使用料を徴収する。

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-009-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-5124

秦野市庁舎管理規則に基づき、
・第１５条第１項の規定に満たない場合の不許可
・第１７条の規定に基づく違反者等に対する措置（庁舎等への出
入り拒否・許可若しくは承認の取消し、又は行為の禁止、退去若
しくは物品の撤去）

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

庁舎等の使用の不許可及び違反者等に対する措置等

秦野市庁舎管理規則

第１５条・１６条・１７条

財産管理課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 37 -



様式２

22-013-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-5134

　(市税に準じる債権以外の債権に係る延滞金の徴収)
第10条　市長は、本市が保有する債権のうち、市税の滞納処分の
例により徴収する債権以外の公法上の債権(以下この章において
「市税に準じる債権以外の債権」という。)に係る納付金について
第4条第1項の規定により督促状を発行した場合において、別に法
令又は条例で定めがあるものを除き、納期限の翌日から納付の日
までの日数に応じ、その債権の額が2,000円以上(1,000円未満の端
数は、切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日における民
法に規定する法定利率を乗じて得た金額に相当する延滞金をその
債権の元本に加算して徴収する。

〈第4条第1項〉
　(督促状の発行及び納付遅滞が生じる日)
第4条　前条第2項に規定する督促は、納期限後20日以内に督促状
を発行して行われなければならない。この場合において、督促状
で指定すべき納期限は、その発行する日から10日以内とする。
2　前項の規定により督促状を発行した場合においても、納付遅滞
が生じる日は、本市が指定した納期限の翌日(その日が秦野市の休
日を定める条例(平成元年秦野市条例第8号)第1条第1項に規定する
本市の休日に当たるときは、その翌日)とする。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

市税に準じる債権以外の債権に係る延滞金の徴収

秦野市債権の管理等に関する条例

第10条

債権回収課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-015-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9625

秦野市道自転車駐車施設の利用に関する条例第4条及び同条別表、
秦野市道自転車駐車施設の利用に関する条例施行規則第8条

第4条　市長は、利用者から、別表に定める手数料を徴収する。
駐車の区分　　手数料
常時駐車　　月額　1,700円
随時駐車　　　 1回　100円

第8条　常時駐車の手数料の納期は、承認を得た期間の各月の前月
の15日から末日までとする。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

手数料の徴収

秦野市道自転車駐車施設の利用に関する条例

第4条

地域安全課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-015-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9625

秦野市道自転車駐車施設の利用に関する条例第6条
手数料を納期限までに納入しない利用者に対しては、秦野市債権
の管理等に関する条例(平成19年秦野市条例第25号)第10条に定め
る延滞金の規定により延滞金を徴収する。

秦野市債権の管理等に関する条例
第10条　市長は、本市が保有する債権のうち、市税の滞納処分の
例により徴収する債権以外の公法上の債権(以下この章において
「市税に準じる債権以外の債権」という。)に係る納付金について
第4条第1項の規定により督促状を発行した場合において、別に法
令又は条例で定めがあるものを除き、納期限の翌日から納付の日
までの日数に応じ、その債権の額が2,000円以上(1,000円未満の端
数は、切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日における民
法に規定する法定利率を乗じて得た金額に相当する延滞金をその
債権の元本に加算して徴収する。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

延滞金の徴収

秦野市道自転車駐車施設の利用に関する条例

第6条

地域安全課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-015-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9625

秦野市道自転車駐車施設の利用に関する条例第9条、秦野市道自転車駐
車施設の利用に関する条例施行規則第12条及び第13条

第9条　市長は、利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定
に違反したときは、駐車の承認を取り消すことができる。

第13条　市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち
に利用の承認を取り消し、又は利用を禁止することができる。
(1)　虚偽の申請により自転車駐車施設を利用したとき。
(2)　手数料又は延滞金を納付しないとき。
(3)　第15条又は第16条の規定に違反したとき。
2　市長は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を禁止
しようとするときは、その利用者に秦野市道自転車駐車施設常時駐車承
認取消通知書(第7号様式)による通知を行う。

第15条　利用者は、常時駐車に係る権利を他に譲渡し、又は転貸しては
ならない。

第16条　利用者は、自転車駐車施設において、次の行為をしてはならな
い。
(1)　他の自転車の駐車を妨げる行為
(2)　自転車駐車施設若しくはそれに付随する施設又は他の自転車を汚
損し、又は破損する行為
(3)　指定された自転車駐車位置以外に駐車する行為
(4)　管理上支障があると市長が認める行為

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

駐車の承認の取消し

秦野市道自転車駐車施設の利用に関する条例

第9条

地域安全課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-015-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9625

秦野市自転車等の放置防止に関する条例第9条、秦野市自転車等の放置
防止に関する条例施行規則第5条
第9条　市長は、放置禁止区域内に放置し、又は放置しようとする自転
車等の利用者等に対し、その自転車等をその放置禁止区域から自転車等
駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導し、又は命じることがで
きる。
2　市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等をあらかじめ市
長が定めた場所に移動することができる。
3　市長は、放置禁止区域以外の公共の場所で必要があると認めるとき
は、放置されている自転車等を整理し、又は自転車等を放置し、若しく
は放置しようとする利用者等に対し、その自転車等を自転車等駐車場そ
の他の適切な場所に移動するよう指導することができる。
4　市長は、前項の規定による指導に従わず、自転車等が規則で定める
期間放置されているときは、その自転車等をあらかじめ市長が定めた場
所に移動することができる。

第5条　条例第9条第4項に規定する期間は、放置された日から起算して7
日間とする。ただし、通行の支障を防止する等の必要があると認めると
きは、その期間を短縮することができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

移動命令

秦野市自転車等の放置防止に関する条例

第9条

地域安全課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-015-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9625

秦野市自転車等の放置防止に関する条例第11条
第11条　市長は、第9条第2項又は第4項の規定により自転車等を移
動したときは、移動に要した費用として次に掲げる額をその自転
車等を引取りに来た利用者等から徴収する。
(1)　自転車1台につき　2,000円
(2)　原動機付自転車1台につき　4,000円

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

費用の徴収

秦野市自転車等の放置防止に関する条例

第11条

地域安全課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-015-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

備　　　考

所　管　部　課　等

　地域安全課

　0463-82-9625

基
準

秦野市暴力団排除条例第9条第2項のとおり

（以下、条文を転記）
2　市長、教育委員会及び指定管理者は、本市が設置する公の施設
が暴力団の活動に利用されると認めるときは、その公の施設の利
用の承認について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他
不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、
利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる旨の
定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、その他の条例の規
定に基づく利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことが
できる。

※「暴力団」とは、秦野市暴力団排除条例第2条第2号のとおり

（以下、条文を転記）
(2)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第2号に規定する暴力団をいう。

令和8年3月31日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項 第9条第2項

不利益処分の処分基準　個票

不利益処分の内容 施設の利用承認の取消し

根拠法令･条例等名 秦野市暴力団排除条例
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様式２

22-017-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-5127

秦野市自動車臨時運行許可に関する規則(平成11年秦野市規則第24
号)第12条

　(番号標の紛失等による弁償)
第12条　臨時運行の許可を受けた者が故意又は過失により番号標
を紛失し、又は著しく損傷したときは、弁償金として実費相当額
を納めなければならない。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

弁償金の徴収（自動車臨時運行の許可）

秦野市自動車臨時運行許可に関する規則

第１２条

戸籍住民課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-018-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-81-8310

ほうらい会館条例第6条第１項中に規定する別表による。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市ほうらい会館条例

第6条第1項

市民相談人権課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-018-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-81-8310

ほうらい会館条例第１０条
(使用承認の取消し等)
第10条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更
させることができる。この場合において、使用者に損害を生じる
ことがあっても、本市は、その責めを負わない。
(1)　第4条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
(2)　第5条第1項各号の規定のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市ほうらい会館条例

第１０条

市民相談人権課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-019-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９２

 公民館の使用の承認を受けたもの（以下「使用者」という。）
は、別表第１に定める使用料を納付しなければならない。
 別表第１は別紙のとおり(別添：様式２別紙【使用料の徴収】）

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市立公民館条例

第６条第１項

文化スポーツ部生涯学習課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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別表第１（第６条関係） 

区分 単位 使用料 

西公民館   円 

多目的ホール ３０分につき ６００ 

集会室A １５０ 

集会室B １５０ 

集会室C １００ 

集会室D ２５０ 

上公民館 多目的ホール ４００ 

集会室 １５０ 

和室 ２００ 

調理室 １５０ 

創作活動室 １５０ 

南公民館 多目的ホール ４００ 

集会室 １００ 

学習室 ５０ 

視聴覚室 ５０ 

和室 １００ 

調理室 ５０ 

北公民館 多目的ホール ６００ 

集会室 ２００ 

音楽室 １５０ 

和室 ２００ 

調理室 ２００ 

創作活動室 １００ 

大根公民館 多目的ホール ４００ 

集会室 ５０ 

学習室 １００ 

和室 ２５０ 

調理室 １００ 

東公民館 多目的ホール ４００ 

集会室A １５０ 
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集会室B ５０ 

和室 １５０ 

小和室 １００ 

調理室 １００ 

鶴巻公民館 多目的ホール ４００ 

コミュニティ室 ２００ 

音楽室 ２００ 

和室 ２５０ 

調理室 １５０ 

創作活動室 １５０ 

渋沢公民館 多目的ホール ６００ 

集会室 １５０ 

音楽室 ２５０ 

和室 ２５０ 

調理室 ２００ 

創作活動室 ２００ 

本町公民館 多目的ホール ６００ 

集会室A １５０ 

集会室B ５０ 

音楽室 ２５０ 

和室 ２５０ 

調理室 １５０ 

創作活動室 １５０ 

南が丘公民館 多目的ホール ６００ 

集会室 １００ 

セミナー室 ２００ 

音楽室 ２５０ 

和室 ２５０ 

調理室 ２５０ 

創作活動室 ２００ 

堀川公民館 多目的ホール ６００ 

集会室 ２００ 
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音楽室 １５０ 

和室 ２００ 

調理室 １５０ 

創作活動室 １５０ 

備考 使用時間に３０分未満の端数があるときは、これを３０分とみなす。 
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様式２

22-019-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９２

　第１１条　教育長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する
ときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは
変更させることができる。この場合において、使用者に損害を生
じることがあっても、本市は、その責めを負わない。
(1)　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2)　第４条第２項の規定により使用の承認に付された条件に違反
したとき。
(3)　第５条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)　その他特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市立公民館条例

第１１条

文化スポーツ部生涯学習課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-020-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９５

【秦野市立サンライフ鶴巻条例第６条１項】
サンライフ鶴巻の使用料は、別表に定めるとおりとする。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

サンライフ鶴巻の使用料の徴収

秦野市立サンライフ鶴巻条例

第６条第１項

文化スポーツ部スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-020-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９５

【秦野市立サンライフ鶴巻条例第１１条】
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の
承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させること
ができる。この場合において、使用者に損害を生じることがあっ
ても、本市は、その責めを負わない。
(1)　第4条第2項の規定により使用の承認に付された条件に違反し
たとき。
(2)　第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　前条の規定に違反したとき。
(4)　前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に
基づく処分に違反したとき。
(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

サンライフ鶴巻の使用承認の取消し等

秦野市立サンライフ鶴巻条例

第１１条

文化スポーツ部スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-020-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９５

【はだの丹沢クライミングパーク条例第５条第１項】
ボルダリング施設の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

はだの丹沢クライミングパークの使用料の徴収

はだの丹沢クライミングパーク条例

第５条第１項

文化スポーツ部スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-020-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９５

【はだの丹沢クライミングパーク条例第４条３項】

市長は、クライミングパークの管理及び運営上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付

すことができる。

【はだの丹沢クライミングパーク条例第８条】

市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1)　危険物を使用する催しで、災害が発生するおそれがあると認めるとき。

(2)　公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3)　クライミングパークの建物、施設、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認めると

き。

(4)　集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めると

き。

(5)　その他市長が管理及び運営上支障があると認めるとき。

【はだの丹沢クライミングパーク条例第９条】

使用者は、承認を受けた目的以外にボルダリング施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しく

は転貸してはならない。

【はだの丹沢クライミングパーク条例第１０条】

市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止

させ、若しくは変更させることができる。この場合において、使用者に損害を生じさせることが

あっても、本市は、その責めを負わない。

(1)　第4条第3項の規定により使用の承認に付された条件に違反したとき。

(2)　第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3)　前条の規定に違反したとき。

(4)　前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

はだの丹沢クライミングパークの使用承認の取消し等

はだの丹沢クライミングパーク条例

第１０条

文化スポーツ部スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-020-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９５

【秦野市学校開放のための照明施設に関する条例第６条】
照明施設の使用の許可を受けた団体は、次の表に定める使用料を
納付しなければならない。

備考　使用時間に30分未満の端数があるときは、上記使用料の2分
の1の額とし、30分以上1時間未満の端数があるときは、1時間とみ
なした額とする。
2　照明施設に係る使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなけ
ればならない。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

学校開放のための照明施設使用料の徴収

秦野市学校開放のための照明施設に関する条例

第６条

文化スポーツ部スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-020-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８４－２７９５

【秦野市学校開放のための照明施設に関する条例第１０条】
教育長は、照明施設の使用の許可を受けた団体が次の各号のいず
れかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1)　第4条第3項に規定する条件に違反したとき。
(2)　第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

学校開放のための照明施設使用許可の取消し

秦野市学校開放のための照明施設に関する条例

第１０条

文化スポーツ部スポーツ推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-021-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６３０９

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例

第3条　宮永美術館に、宮永岳彦作品常設展示室及び市民ギャラリーを置く。

第4条　宮永岳彦作品常設展示室において展示する美術作品等を観覧しようとす

る者(以下「観覧者」という。)は、観覧料を納付するものとし、その額は、別

表に定めるとおりとする。

別表(第4条関係)

単位　金額

1回　 300円

備考

1　秦野市鶴巻温泉弘法の里湯を利用する者が同日中に観覧するときは、観覧料

を100円減額する。

2　次に掲げる者の観覧料は、無料とする。

(1)　義務教育課程修了前の者

(2)　高等学校の生徒(これに準じる者を含む。次号において同じ。)

(3)　幼稚園、義務教育課程又は高等学校の児童又は生徒が、教育課程に基づく

教育活動として観覧する場合において、その引率をする者

(4)　認定こども園の園児がそのこども園の活動として観覧する場合において、

その引率をする者

(5)　児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設の児童がその施

設の活動として観覧する場合において、その引率をする者

(6)　児童福祉法又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により療育手帳の

交付を受けている者及びその介護者

(7)　身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を

受けている者及びその介護者

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

観覧料の徴収

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例

第４条

文化スポーツ部文化振興課
所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-021-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例

第１０条

文化スポーツ部文化振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６３０９

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例
第10条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更
させることができる。この場合において、使用者に損害を生じさ
せることがあっても、本市は、その責めを負わない。
(1)　第7条第2項の規定により使用の承認に付された条件に違反し
たとき。
(2)　第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　前条の規定に違反したとき。
(4)　前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に
基づく処分に違反したとき。
(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-021-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例

第１１条

文化スポーツ部文化振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６３０９

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例
第11条　市民ギャラリーの使用料(以下「使用料」という。)の額
は、次の表に定めるとおりとする。
単位　　　　　 金額
1日市内のもの　5,000円
 　市外のもの　10,000円
備考
1　市内のものとは本市に住所を有する個人及び本市に事務所又は
事業所を有する個人又は法人その他の団体を、市外のものとは市
内のもの以外のものをいう。
2　加算料
(1)　使用者が入場料等を徴収するときは、使用料に使用料の100
パーセントに相当する額を加算する。
(2)　営利を目的とする商品の展示又は展示販売をするときは、使
用料に使用料の150パーセントに相当する額を加算する。

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-021-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

入館の制限等

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例

第１７条

文化スポーツ部文化振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６３０９

秦野市立宮永岳彦記念美術館条例
第17条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、宮永美
術館への入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1)　宮永美術館の設置目的を達成することができず、又はそのお
それがあると認めるとき。
(2)　公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあると認
めるとき。
(3)　危険物を所持する等他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれが
あると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-021-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市文化会館条例

第6条第1項

文化スポーツ部文化振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６３０９

秦野市文化会館条例
第6条　文化会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」とい
う。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2　前項に規定するもののほか、文化会館の附属設備及び貸出物品
の利用料は、規則で定める。

秦野市文化会館条例施行規則
第13条　条例第6条第2項の規定により規則で定める文化会館の附
属設備及び貸出物品の利用料は、別表第1のとおりとする。
2　条例第7条第1項ただし書の規定により規則で定める期限は、そ
の附属設備又は貸出物品を利用する日とする。

令和8年3月31日

備　　　考
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秦野市文化会館条例 

別表（第６条関係） 

１ 大ホール及び小ホール使用料 

（１） 大ホール基本使用料 

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後10時まで 

午前９時から

午後５時まで 

午後１時から

午後10時まで 

午前９時から

午後10時まで 

 円 円 円 円 円 円 

平日 ２８，０００ ５０，０００ ６４，０００ ７８，０００ １１４，００

０ 

１４２，００

０ 

土曜日・

日曜日・

祝日 

３５，０００ ６２，０００ ８０，０００ ９７，０００ １４２，００

０ 

１７７，００

０ 

（２） 小ホール基本使用料 

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後10時まで 

午前９時から

午後５時まで 

午後１時から

午後10時まで 

午前９時から

午後10時まで 

 円 円 円 円 円 円 

平日 ８，０００ １４，０００ １９，０００ ２２，０００ ３３，０００ ４１，０００ 

土曜日・

日曜日・

祝日 

１０，０００ １８，０００ ２３，０００ ２８，０００ ４１，０００ ５１，０００ 

（３） 加算料 

ア 使用者が１，０００円を超える入場料その他これに類する料金（以下「入場

料等」という。）を徴収する場合は、基本使用料に次に定める率を乗じて得た

額を加算する。 

（ア） 入場料等の最高額が１人当たり１，０００円を超え２，０００円以下

の場合……５０パーセント 

（イ） 入場料等の最高額が１人当たり２，０００円を超え３，０００円以下

の場合……７０パーセント 

（ウ） 入場料等の最高額が１人当たり３，０００円を超え５，０００円以下

の場合……１００パーセント 

（エ） 入場料等の最高額が１人当たり５，０００円を超える場合……１５０
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パーセント 

イ 営利を目的とする広告、宣伝その他これに類する催しのために使用する場合

は、基本使用料に基本使用料の１５０パーセントに相当する額を加算する。 

（４） 延長等に係る使用料 

使用時間の延長又は繰上げの承認を受けて使用する場合の当該延長又は繰上げ

に係る使用料（以下「延長等に係る使用料」という。）は、１時間につき、延長

しようとするときは延長しようとする時間の直前の使用区分に係る基本使用料

の、繰上げようとするときは繰上げようとする時間の直後の使用区分に係る基本

使用料の３０パーセントに相当する額とする。この場合において、延長又は繰上

げに係る使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

（５） 舞台練習等使用料 

舞台練習又は舞台準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料の５０パ

ーセントに相当する額とする。 

（６） 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日をいう（以下同じ。）。 

２ 展示室基本使用料 

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後10時まで 

午前９時から

午後５時まで 

午後１時から

午後10時まで 

午前９時から

午後10時まで 

 円 円 円 円 円 円 

平日 ２，８００ ４，２００ ５，６００ ７，０００ ９，８００ １２，６００ 

土曜日・

日曜日・

祝日 

３，５００ ４，９００ ７，０００ ８，４００ １１，９００ １５，４００ 

（１） 加算料 

ア 使用者が１，０００円を超える入場料等を徴収する場合は、基本使用料に次

に定める率を乗じて得た額を加算する。 

（ア） 入場料等の最高額が１人当たり１，０００円を超え２，０００円以下

の場合……５０パーセント 

（イ） 入場料等の最高額が１人当たり２，０００円を超え３，０００円以下

の場合……７０パーセント 

（ウ） 入場料等の最高額が１人当たり３，０００円を超え５，０００円以下
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の場合……１００パーセント 

（エ） 入場料等の最高額が１人当たり５，０００円を超える場合……１５０

パーセント 

イ 営利を目的とする商品の展示又は展示販売をする場合は、基本使用料に基本

使用料の１５０パーセントに相当する額を加算する。 

（２） 延長等に係る使用料 

延長等に係る使用料は、大ホール及び小ホールの延長等に係る使用料の例によ

る。 

（３） 展示室を分割して使用する場合の使用料は、当該使用場所の面積が５０パ

ーセント以下の場合には、基本使用料の５０パーセントに相当する額とする。 

３ 会議室等基本使用料 

区分 基本使用料 

（３０分につき） 

区分 基本使用料 

（３０分につき） 

 円  円 

第１会議室 ３００ 第１練習室 ２５０ 

第２会議室 １５０ 第２練習室 １５０ 

第３会議室 ３００ 第３練習室 ２００ 

和室 ２５０ 

（１） 加算料 

第１会議室に限り展示室と併用して使用する場合は、展示室に係る加算料の規

定を適用する。 

４ 楽屋等基本使用料 

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後５時

まで 

午後１時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

大

ホ

ー

ル 

 円 円 円 円 円 円 

楽屋No.１ ８００ ８００ ８００ １，６００ １，６００ ２，４００ 

楽屋No.２

（和室） 

８００ ８００ ８００ １，６００ １，６００ ２，４００ 

楽屋No.３ ３００ ３００ ３００ ６００ ６００ ９００ 

楽屋No.４ ３００ ３００ ３００ ６００ ６００ ９００ 
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楽屋No.５

（和室） 

３００ ３００ ３００ ６００ ６００ ９００ 

シヤワー

室 

８００ ８００ ８００ １，６００ １，６００ ２，４００ 

小

ホ

ー

ル 

楽屋No.１

（和室） 

３００ ３００ ３００ ６００ ６００ ９００ 

楽屋No.２

（和室） 

３００ ３００ ３００ ６００ ６００ ９００ 

楽屋No.３ ３００ ３００ ３００ ６００ ６００ ９００ 

シヤワー

室 

３００ ３００ ３００ ６００ ６００ ９００ 

リハーサル室 １，７００ １，７００ １，７００ ３，４００ ３，４００ ５，１００ 

主催者事務室 １００ １００ １００ ２００ ２００ ３００ 

（１） 延長等に係る使用料 

延長等に係る使用料は、大ホール及び小ホールの延長等に係る使用料の例によ

る。
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秦野市文化会館条例施行規則 

別表第１（第１３条関係） 

分

類 

附属設備及び貸出物品 単位 利用料（午

前、午後、

夜間各１回

につき）円 

施設区分 

舞

台

設

備 

ピアノフルコンサートA（調律料別） １台 ８，０００ 大ホール 

ピアノフルコンサートB（調律料別） １台 ４，０００ 

ピアノセミコンサート（調律料別） １台 ２，０００ 小ホール 

ピアノアップライト（調律料別） １台 １，０００ 練習室 

グランドピアノ（調律料別） １台 １，０００ リハーサル室 

ピアノ用補助ペダル １台 １００ 大・小ホール 

回り舞台 １基 ３，０００ 大ホール 

オーケストラピット １基 ３，０００ 

音響反射板（天板ライト付） １式 ３，０００ 

〃 １式 １，０００ 小ホール 

譜面灯 １台 １００ 大・小ホール 

所作台（化粧かまち、開丁場付） １式 ４，０００ 大ホール 

〃 １式 １，７００ 小ホール 

花道用所作台（化粧かまち、開丁場、揚幕

付） 

１式 ２，０００ 大ホール 

〃 １式 １，０００ 小ホール 

平台 １台 １００ １ 大・小ホール 

２ 展示室・会議室 

箱足類 １個 ５０ 大・小ホール 

松羽目・竹羽目 １式 ３，０００ 大ホール 

松羽目 １式 ８００ 小ホール 

毛せん（１，８１８×３，６３６） １枚 ２００ １ 大・小ホール 

２ 展示室・和室 座布団（１，８１８×５４５） １枚 １００ 

めくり台（H＝１，５１５） １台 ２００ 

金屏風（２，４２７×７２７×６曲） １双 １，０００ 

銀屏風（２，４２７×７２７×６曲） １双 １，０００ 
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大太鼓 １式 １，０００ 

指揮者台（譜面台付） １台 ３００ 大ホール 

〃 １台 ２００ 小ホール 

楽団員用譜面台 １台 １００ 大・小ホール 

コントラバス用椅子 １台 １００ 

浅黄幕 １対 ７００ 大ホール 

〃 １対 ３００ 小ホール 

紅白幕 １対 ７００ 大ホール 

〃 １対 ３００ 小ホール 

紗幕 １対 ８００ 大ホール 

〃 １対 ３００ 小ホール 

振り竹 １式 ４００ 大ホール 

上敷ゴザ １枚 １００ 大・小ホール 

地がすり １枚 ５００ 大ホール 

〃 １枚 ４００ 小ホール 

舞台用リューム（２０m×９０cm） １巻 ２００ 大・小ホール 

雪かご １式 ２００ 大・小ホール 

演台（３点セット、賞品台兼節台、かけ段、国旗市旗共） １式 ８００ 大ホール 

〃 １式 ５００ 小ホール 

映写機（持込みを含む。） １台 ２，０００ 大・小ホール 

スクリーン １式 １，０００ 大・小ホール 

プロジェクター １台 ２，４００ １ 大・小ホール 

２ 展示室・会議室 

カラバトン １本 ３００ 大・小ホール 

司会者台 １台 ２００ １ 大・小ホール 

２ 展示室・会議室 

椅子 １脚 ５０ 大・小ホール 

机 １台 １００ 

黒・白板 １脚 １００ 

姿見 １枚 １００ 

音

響

拡声装置Aセット（スピーカー、マイク２本、コン

プレッサーリミッター、グラフィックイコライザー付） 

１式 ５，０００ 大ホール 
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設

備 

拡声装置Bセット（Aセットにテープレコーダ

ー又はレコードプレーヤー付） 

１式 ５，５００ 

拡声装置Aセット（スピーカー、マイク２本、コン

プレッサーリミッター、グラフィックイコライザー付） 

１式 ３，３００ １ 小ホール 

２ 展示室 

拡声装置Bセット（Aセットにテープレコーダ

ー又はレコードプレーヤー付） 

１式 ３，８００ 

コンデンサーマイク（スタンド付） １本 ７００ 大・小ホール 

ダイナミックマイク（スタンド付） １本 ４００ １ 大・小ホール 

２ 展示室・会議室等 

ワイヤレスマイク（受信装置付・電池別） １本 ５００ 大・小ホール 

ガンマイク（スタンド付） １本 １，０００ 

テープレコーダー卓 １台 １，０００ 

テープレコーダー １台 １，０００ 

MDデッキ １台 １，０００ 

CDプレーヤー １台 １，０００ 

マイクロホンエレベーター（マイク付） １台 １，２００ 

ステージスピーカー １台 ８００ 大ホール 

〃 １台 ６００ 小ホール 

はね返りスピーカー １台 ５００ 大・小ホール 

PA用パワーアンプ １台 ８００ 大・小ホール 

デジタルディレー １台 ５００ 大・小ホール 

デジタルリバーブ １台 ５００ 大・小ホール 

補助ミキサー １ch １００ 大・小ホール 

照

明

設

備 

ボーダーライト １列 ６００ 大ホール 

〃 １列 ２００ 小ホール 

サスペンションスポットライト １台 １５０ 大・小ホール 

プロセニアムサスペンションスポットライト １台 １５０ 大ホール 

アッパーホリゾントライト １列 １，０００ 大ホール 

〃 １列 ３００ 小ホール 

中アッパーホリゾントライト １列 ５００ 大ホール 

ロアホリゾントライト １列 ７００ 大ホール 

〃 １列 ２００ 小ホール 
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トーメンタルスポットライト １台 １５０ 大・小ホール 

シーリングスポットライト １台 ２００ 大ホール 

〃 １台 １５０ 小ホール 

フロントサイドスポットライト １台 １７０ 大ホール 

〃 １台 １５０ 小ホール 

クセノンピンスポットライト １台 ２，０００ 大ホール 

〃 １台 １，５００ 小ホール 

パーライト １台 ４００ 大・小ホール 

ITO １台 ４００ 大・小ホール 

フットライト １列 ８００ 大ホール 

〃 １列 ３００ 小ホール 

花道用フットライト １式 ９００ 大ホール 

〃 １式 ５００ 小ホール 

移

動

照

明

器

具 

スポットライト（１kw） １台 １５０ 大・小ホール 

〃（０．５kw） １台 １００ １ 大・小ホール 

２ 展示室 

スポットライト（FQ型１．５kw） １台 ４００ 大・小ホール 

フットスポット（０．５kw） １台 １００ 

ストリップライト（０．９m） １台 １００ 

〃（１．８m） １台 ２００ 

照

明

効

果

器

具 

エフェクトスポットライト（１kw） １台 ５００ 大・小ホール 

〃（０．５kw） １台 ４００ 

ディスクマシン １台 ４００ 

スパイラルマシン １台 ４００ 

スライドキャリアマスク １台 ４００ 

先玉 １台 １００ 

ドラムマシン １台 ４００ 

ダブルマシン １台 ４００ 

波のマシン １台 ３００ 

ミラーボール １台 ３００ 

ストロボスコープ １台 ８００ 

ブラックライト １台 ４００ 
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星球 １セ

ット 

２００ 

そ

の

他 

拡声装置（マイク付） １式 利用１回に

つき 

５００ 

展示室・会議室等 

移動展示パネル １枚 １日につき 

１００ 

 

ピクチャーハンガー（大・小） １本 １日につき 

１０ 

 

スポットライト（０．１kw） １台 １日につき 

１００ 

 

演台（２点セット） １式 利用１回に

つき 

２００ 

 

ハンガーパネル １面 １日につき 

４００ 

展示室 

電力従量付加使用料 １kw

につ

き 

契約電力会

社の従量料

金による 

持込器具 １kw

につ

き 

１００ 大・小ホール 

備考 

１ 使用時間の延長又は繰上げに係る使用料は、１時間につき、１回の使

用料の３０パーセントに相当する額（１０円未満の端数は切り捨て

る。）とする。この場合において、使用時間が１時間に満たない時間が

あるときは、これを１時間とみなす。 

２ 施設区分の数字は、使用施設の優先順位を示す。 
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様式２

22-021-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６３０９

秦野市文化会館条例
第11条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更
させることができる。この場合において、使用者に損害を生ずる
ことがあっても、市はその責任を負わない。
(1)　第4条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
(2)　第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　第10条の規定に違反したとき。
(4)　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5)　その他市長が特に必要があると認めたとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市文化会館条例

第11条

文化スポーツ部文化振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 73 -



様式２

22-021-07

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6309

秦野市文化会館条例
第15条　何人も、文化会館(その敷地を含む。)において、次に掲
げる行為をしてはならない。
(1)　理由なくうろつき、又はたむろすること。
(2)　使用者、入場者その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、す
ごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
第16条　市長は、前条の規定に違反している者に対しては、その
言動を中止すること、又は退去することを命じることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

中止又は退去命令

秦野市文化会館条例

第16条

文化スポーツ部文化振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-022-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-81-7012

「視聴覚室の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)
は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

別表（第6条関係）

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

視聴覚室使用料の徴収

秦野市立図書館条例

第6条第1項

文化スポーツ部　図書館

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

視聴覚室

区分

400円

使用料（30分につき）
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様式２

22-022-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-81-7012

第11条　教育長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更
させることができる。この場合において、使用者に損害を生じる
ことがあっても、本市は、その責めを負わない。
(1)　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2)　第4条第2項の規定により使用の承認に付された条件に違反し
たとき。
(3)　第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)　その他特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市立図書館条例

第11条

文化スポーツ部　図書館

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-022-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-81-7012

第17条　教育長は、前条の規定に違反しているものに対しては、
その言動を中止すること、又は退去することを命じることができ
る。

（前条）
第16条　何人も、図書館(その敷地を含む。)において、次に掲げ
る行為をしてはならない。
(1)　理由なくうろつき、又はたむろすること。
(2)　利用者、入場者その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、
すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

中止又は退去の命令

秦野市立図書館条例

第17条

文化スポーツ部　図書館

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-022-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

入館の制限

秦野市立図書館条例施行規則

第5条

文化スポーツ部　図書館
所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-81-7012

（入館の制限）

第5条　館長は、管理上適当でないと認める者があるときは、その入館を断り、

又は退館させることができる。

「管理上適当でない」行為例

(利用者の心得)

第6条　利用者は、館長の指示に従うとともに、図書館資料を大切に取り扱い、

館内では静粛にしなければならない。

(遵守事項)

第27条　使用者及び入場者は、図書館内及びその敷地において次に掲げる事項

を守らなければならない。

(1)　視聴覚室の定員を超えて入場させないこと。

(2)　承認されたもの以外の附属設備、器具等を使用しないこと。

(3)　承認を受けずに附属設備、器具等を図書館の外に持ち出さないこと。

(4)　火気を使用しないこと。

(5)　張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(6)　危険物を持ち込まないこと。

(7)　喫煙しないこと。

(8)　騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為を

しないこと。

(9)　その他職員の指示に従うこと。

(物品販売行為等の禁止)

第28条　何人も、図書館内及びその敷地において物品の販売、広告、宣伝、寄

附の募集その他これに類する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する行為で、教育長の承認を受けた使用者は、この限りでない。

(1)　公共的団体等が行う祭典等における模擬店販売又は展示即売

(2)　公共的団体等への寄附を目的として行われる物品の即売

(3)　社会福祉法人等が福祉事業に基づき行う物品の販売

(4)　講演会等における書籍その他の関連物品の販売

(5)　その他教育長が必要と認める行為

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-023-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－７３９２

保健福祉センターの使用料の徴収は、秦野市保健福祉センター条
例第６条の別表の規定による。

別紙のとおり

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

保健福祉センターの使用料の徴収

秦野市保健福祉センター条例

第６条第１項

福祉部地域共生推進課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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秦野市保健福祉センター条例 

 

別表（第４条、第６条、第６条の２関係） 

１ 多目的ホール基本使用料 

（１） ステージ・椅子仕様とする場合 

使用区

分 

午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

 円 円 円 円 円 円 

平日 4,500 8,200 11,200 12,700 19,500 24,000 

土曜日 

日曜日 

祝日 

6,000 10,500 13,500 16,500 24,000 30,000 

備考 

１ 祝日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日をいう。 

２ 延長・繰上げ使用に係る使用料 

使用時間の延長又は繰上げの承認を受けて使用する場合のその延長又

は繰上げに係る使用料は、１時間につき、延長しようとするときは延長

しようとする時間の直前の使用区分に係る基本使用料の、繰り上げよう

とするときは繰り上げようとする時間の直後の使用区分に係る基本使用

料の３０パーセントに相当する額とする。この場合において、延長又は

繰上げに係る使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間

とみなす。 

（２） ステージ・椅子仕様としない場合 

区分 基本使用料（１時間につき） 

多目的ホール １，５００円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間とみなす。 
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２ 会議室等基本使用料 

区分 基本使用料（３０分につき） 

 円 

第１会議室 ５０ 

第２会議室 １００ 

第３会議室 ２５０ 

第４会議室 ４００ 

第４会議室の使用区分 会議室１ ２００ 

会議室２ ２００ 

和室 １５０ 

教養娯楽室 ６００ 

教養娯楽室の使用区分 教養娯楽室１ ２００ 

教養娯楽室２ ２００ 

教養娯楽室３ ２００ 

創作活動室 ２００ 

備考 使用時間に３０分未満の端数があるときは、これを３０分とみなす。 
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様式２

22-023-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

備　　　考

所　管　部　課　等

福祉部地域共生推進課

０４６３－８２－７３９２

基
準

　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用
の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させるこ
とができる。この場合において、使用者に損害を生じることが
あっても、市は、その責めを負わない。
(1)　第４条第２項の規定により使用の承認に付された条件に違反
したとき。
(2)　第５条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　前条の規定に違反したとき。
(4)　前３号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に
基づく処分に違反したとき。
(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項 第１１条

不利益処分の処分基準　個票

不利益処分の内容 保健福祉センターの使用承認の取消し等

根拠法令･条例等名 秦野市保健福祉センター条例
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様式２

22-025-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

延滞金の徴収

秦野市介護保険条例

第８条

福祉部高齢福祉課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６５８３

条例第８条の規定による。
市長は、保険料を納期までに納付しない者については、秦野市債
権の管理等に関する条例（平成１９年秦野市条例第２５号）第７
条に定める延滞金の規定により延滞金を徴収する。

秦野市債権の管理等に関する条例
(市税に準じる債権に係る延滞金の徴収)
第7条　市長は、本市が保有する債権のうち、市税の滞納処分の
例により徴収する債権(以下この章において「市税に準じる債
権」という。)に係る納付金について第4条第1項の規定により督
促状を発行した場合において、別に法令又は条例で定めがあるも
のを除き、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その債
権の額が2,000円以上(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)であ
るときは、年14.5パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する
日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計
算した金額に相当する延滞金をその債権の元本に加算して徴収す
る。
2　前項に規定する延滞金の確定金額に100円未満の端数があると
き、又はその確定金額の全額が500円未満であるときは、その端
数金額又はその全額を切り捨てる。
3　第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間
についても365日当たりの割合として計算する。

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-025-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６５８３

介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービ
ス事業者の指定及び法第78条の12において準用する法第70条の2第
1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を
受けようとする者は、その申請1件について、次に掲げる手数料を
納付しなければならない。

(1)　指定地域密着型サービス事業者の指定の申請手数料
　ア　定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問
　　介護に係る指定　20,000円
　イ　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定
　　45,000円
　ウ　ア又はイに掲げるサービス以外のサービスに係る指定
　　30,000円
(2)　指定地域密着型サービス事業者の指定の更新申請手数料
　ア　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定
　　25,000円
　イ　アに掲げるサービス以外のサービスに係る指定　10,000円

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

手数料の徴収

秦野市介護保険に係る指定地域密着型サービス事業に関する条例

第１５条第１項

福祉部　高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-025-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６５８３

介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護
予防サービス事業者の指定及び法第115条の21において準用する法
第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定の更新を受けようとする者は、その指定等の申請1件
について、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1)　指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請手数料
15,000円

(2)　指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新申請手
数料　10,000円

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

手数料の徴収

秦野市介護保険に係る指定地域密着型介護予防サービス事業に関
する条例

第８条第１項

福祉部　高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 85 -



様式２

22-025-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－７３９４

(使用承認の取消し)
第9条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、
使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は退去させることがで
きる。
(1)　この条例に違反したとき。
(2)　第5条第2項の規定により付された使用条件に違反したとき。
(3)　第6条各号に該当する理由が生じたとき。
(4)　前3号に掲げるもののほか、法令に違反する行為があったと
き。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市老人いこいの家条例

第９条

高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 86 -



様式２

22-025-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－７３９４

(業務報告の聴取等)
第16条　市長は、老人いこいの家の管理の適正を期するため、指
定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に
又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。

(指定の取消し等)
第18条　市長は、指定管理者が第16条の指示に従わないとき、そ
の他指定管理者の責めに帰すべき理由によりその指定管理者によ
る管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取
り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止
を命じることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定管理者の指定の取消し等

秦野市老人いこいの家条例

第１８条第１項

高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 87 -



様式２

22-025-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市広畑ふれあいプラザ条例

第６条

福祉部高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－７３９４

(使用料等)
第6条　ふれあいプラザの使用の承認を受けたもの(以下「使用
者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならな
い。
2　前項に規定するもののほか、ふれあいプラザの附属設備及び貸
出物品の利用料は、規則で定める。

令和8年3月31日

備　　　考

- 88 -



様式２

22-025-07

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－７３９４

(使用承認の取消し等)
第8条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、
使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させ
ることができる。この場合において、使用者に損害を生じること
があっても、本市は、その責めを負わない。
(1)　第4条第2項の規定により使用の承認に付された条件に違反し
たとき。
(2)　第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　前条の規定に違反したとき。
(4)　前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に
基づく処分に違反したとき。
(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市広畑ふれあいプラザ条例

第８条

福祉部高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-025-08

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市末広ふれあいセンター条例

第６条

福祉部高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－７３９４

(使用料等)
第6条　ふれあいセンターの使用の承認を受けたもの(以下「使用
者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならな
い。
2　前項に規定するもののほか、ふれあいセンターの附属設備及び
貸出物品の利用料は、規則で定める。

令和8年3月31日

備　　　考

- 90 -



様式２

22-025-09

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－７３９４

(使用承認の取消し等)
第8条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、
使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させ
ることができる。この場合において、使用者に損害を生じること
があっても、本市は、その責めを負わない。
(1)　第4条第2項の規定により使用の承認に付された条件に違反し
たとき。
(2)　第5条各号のいずれかに該当する状況に至ったとき。
(3)　前条の規定に違反したとき。
(4)　前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に
基づく処分に違反したとき。
(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市末広ふれあいセンター条例

第８条

福祉部高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 91 -



様式２

22-025-10

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６５８３

介護保険法第58条第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指
定及び法第115条の31において準用する第70条の2第1項の規定によ
る指定介護予防支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、
その申請1件について、次に掲げる手数料を納付しなければならな
い。

(1)　指定介護予防支援事業者の指定の申請手数料　15,000円

(2)　指定介護予防支援事業者の指定の更新申請手数料　10,000円

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

手数料の徴収

秦野市介護予防支援事業の基本方針等に関する条例

第５条第１項

福祉部　高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 92 -



様式２

22-025-11

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８６－６５８３

介護保険法第46条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指
定及び法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の
指定の更新を受けようとする者は、その申請1件について、次に掲
げる手数料を納付しなければならない。

(1)　指定居宅介護支援事業者の指定の申請手数料　20,000円

(2)　指定居宅介護支援事業者の指定の更新申請手数料　10,000円

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

手数料の徴収

秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例

第５条第１項

福祉部　高齢介護課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 93 -



様式２

22-026-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-7616

秦野市在宅障害者福祉手当支給条例
(手当の支給停止)
第８条　市長は、在宅障害者を保護し、又は養育する者がその保
護又は養育を怠っていると認めるときは、手当の支給を停止する
ことができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

在宅障害者福祉手当の支給の停止

秦野市在宅障害者福祉手当支給条例

第８条

福祉部障害福祉課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 94 -



様式２

22-026-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-7616

秦野市在宅障害者福祉手当支給条例
(手当の返還)
第９条　偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があ
るときは、市長は、受給額に相当する金額をその者から返還させ
ることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

不正利得による返還命令

秦野市在宅障害者福祉手当支給条例

第９条

福祉部障害福祉課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 95 -



様式２

22-026-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-7616

秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例
(損害賠償との調整)
第10条　市長は、第三者の行為により生じた対象者の疾病又は負
傷に関して対象者が損害賠償を受けたときは、その額の限度にお
いて、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成
した助成費に相当する金額を返還させることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

損害賠償との調整

秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例

第１０条

福祉部障害福祉課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 96 -



様式２

22-026-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-7616

秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例
(助成費の返還)
第１１条　偽りその他不正な手段により医療費の助成を受けた者
に対しては、市長は、その助成費に相当する金額の全部又は一部
を返還させることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

助成費の返還命令

秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例

第１１条

福祉部障害福祉課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 97 -



様式２

22-026-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-7616

秦野市特別支援学校等在学者福祉手当支給条例
(支給停止)
第７条　市長は、対象者が引き続き1か月以上特別支援学校等を休
学又は欠席した場合には、次回支給分から支給停止することがで
きる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

支給の停止

秦野市特別支援学校等在学者福祉手当支給条例

第７条

福祉部障害福祉課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 98 -



様式２

22-026-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-7616

秦野市特別支援学校等在学者福祉手当支給条例
(返還)
第８条　市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受け
た者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその
者から返還させることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

返還命令

秦野市特別支援学校等在学者福祉手当支給条例

第８条

福祉部障害福祉課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 99 -



様式２

22-027-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9613

各条文のとおり（法は国民健康保険法を指す）
条文記載以外の基準は未設定。

・第１０条　本市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の
規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条
第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められ
てこれに応じない場合においては、その者を１００，０００円以
下の過料に処する。
・第１１条　本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由
なしに法第１１３条の規定により文書その他の物件の提出若しく
は提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定によるその職
員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、
１００，０００円以下の過料に処する。
・第１２条　本市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金
及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者を、その免れた金
額の５倍に相当する金額以下の過料に処する。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

国民健康保険の虚偽の届出等に関する過料

秦野市国民健康保険条例

第１０条・第１１条・第１２条

福祉部国保年金課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 100 -



様式２

22-028-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

損害賠償との調整

秦野市こども医療費の助成に関する条例

第９条

(損害賠償との調整)
第9条　市長は、第三者の行為により生じたこどもの疾病又は負傷
に関して対象者が損害賠償を受けたときは、その額の限度におい
て、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成し
た助成費に相当する金額を返還させることができる。

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

こども健康部こども政策課

０４６３－８２－９６０７

- 101 -



様式２

22-028-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

助成費の返還

秦野市こども医療費の助成に関する条例

第１０条

(助成費の返還)
第10条　偽りその他不正な手段により医療費の助成を受けた者に
対しては、市長は、その助成費に相当する金額の全部又は一部を
返還させることができる。

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

こども健康部こども政策課

０４６３－８２－９６０７

- 102 -



様式２

22-028-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

ひとり親家庭等医療費　損害賠償との調整

秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

第１０条

(損害賠償との調整)
第10条　市長は、第三者の行為により生じた対象者の疾病又は負
傷に関して対象者が損害賠償を受けたときは、その額の限度にお
いて、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成
した助成費に相当する金額を返還させることができる。

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

こども健康部こども政策課

０４６３－８２－９６０７
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様式２

22-028-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

ひとり親家庭等医療費　助成費の返還

秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

第１１条

(助成費の返還)
第11条　偽りその他不正な手段により医療費の助成を受けた者に
対しては、市長は、その助成費に相当する金額の全部又は一部を
返還させることができる。

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

こども健康部こども政策課

０４６３－８２－９６０７

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-031-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6310

秦野市立児童館条例第8条に規定するとおり。
  市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童館
への入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1)　公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがある者
(2)　凶器を所持する等他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

入館の制限等

秦野市立児童館条例

第8条

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-031-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6310

秦野市立児童館条例第９条に規定するとおり。
  市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用
の承認を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができ
る。
(1)　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2)　第４条各号に該当する理由が生じたとき。
(3)　第３条第２項の規定により付された使用条件に違反したと
き。
(4)　その他法令に違反する行為があったとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市立児童館条例

第９条

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-031-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6310

秦野市立児童館条例第12条に規定するとおり。
  次の各号のいずれかに該当する者に対し、市長は、１０，００
０円以下の過料に処することができる。
(1)　使用期間を終了した後において正当の理由がなく使用を続け
る者
(2)　第６条の規定に基づく使用目的外に使用した者
(3)　第７条の規定による承認を受けずに特別の設備をし、又は備
付けの設備を変更した者
(4)　第８条の規定に基づく退館の命令に従わない者
(5)　第１０条の規定に基づく原状回復義務を正当な理由がなく履
行しない者

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

過料

秦野市立児童館条例

第12条

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-031-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6310

秦野市曲松児童センター条例第6条第１項に規定するとおり。
  児童センターの使用料は、無料とする。ただし、第２条に定め
る児童センターの設置目的以外の目的で使用するものは、別表に
掲げる使用料を納付しなければならない。
２　前項に規定するもののほか、児童センターの附属設備及び貸
出物品の利用料は、規則で定める。

第2条　児童の心身ともに健やかな育成並びにその体力増進及び創
作活動の場とするとともに、児童と地域住民との交流の場とする
ことを目的とする施設として、秦野市曲松児童センター(以下「児
童センター」という。)を秦野市曲松一丁目3番18号に設置する。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市曲松児童センター条例

第6条第1項

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-031-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6310

秦野市曲松児童センター条例第11条に規定するとおり。

  市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り

消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。この場合にお

いて、使用者に損害を生じることがあっても、本市は、その責めを負わない。

(1)　第４条第２項の規定により使用の承認に付された条件に違反したとき。

(2)　第５条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3)　前条の規定に違反したとき。

(4)　前３号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく処分に

違反したとき。

(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

(専用使用の承認)

第4条　児童センターの施設を専用して使用しようとするものは、市長が別に定

める期間内に申請をし、市長による使用の承認を受けなければならない。

2　市長は、児童センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、前項の

使用の承認に条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第5条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定によ

る児童センターの使用を承認しない。

(1)　公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2)　児童センターの建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認める

とき。

(3)　もっぱら営利を目的とする事業を行うものと認めるとき。ただし、第6条

の2に該当するものは、この限りでない。

(4)　集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益に

なると認めるとき。

(5)　その他市長が管理及び運営上支障があると認めるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条　使用者は、承認を受けた目的以外に児童センターを使用し、又は使用

の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市曲松児童センター条例

第11条

こども健康部こども育成課
所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-031-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6310

秦野市曲松児童センター条例第14条に規定するとおり。
  市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、児童セン
ターへの入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1)　公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2)　凶器を所持する等他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

入館の制限等

秦野市曲松児童センター条例

第14条

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-031-07

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6310

秦野市曲松児童センター条例第16条に規定するとおり。
  市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、１０，
０００円以下の過料に処することができる。
(1)　使用期間を終了した後において正当の理由がなく使用を続け
る者
(2)　第１０条の規定に違反して承認を受けた目的以外に使用した
者
(3)　第１２条の規定による承認を受けずに特別の設備をし、又は
備付けの設備を変更した者
(4)　第１３条の規定による原状回復を正当な理由がなく履行しな
い者
(5)　第１４条の規定による退館の命令に従わない者

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

過料

秦野市曲松児童センター条例

第16条

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-031-09

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6270

条例第１０条各号の規定のとおり。
(1)　第６条第２項の規定により使用の承認に付された条件に違
　 反したとき。
(2)　第７条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　第９条の規定に違反したとき。
(4)　災害その他やむを得ない理由により本市において緊急の必
　 要を生じたとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

はだのこども館条例

第１０条

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 112 -



様式２

22-031-10

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

不利益処分の処分基準　個票

入館の制限等

はだのこども館条例

第１1条

こども健康部こども育成課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-86-6270

条例第１１条各号の規定のとおり。
(1)　公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2)　凶器を所持する等他人に危害を及ぼすおそれがある者

令和8年3月31日

備　　　考
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様式２

22-032-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

条　　項 第5条第1項

不利益処分の処分基準　個票

不利益処分の内容 使用料の徴収

根拠法令･条例等名 秦野市中野健康センター条例

備　　　考

所　管　部　課　等

こども健康部健康づくり課

０４６３－８２－９６０３

基
準

当施設を利用する場合、使用料を収めないと入室できないため、
処分基準を定めていない。

(使用料等)
第5条　トレーニング室を使用する者は、別表第1に定める使用料
を納付しなければならない。
2　多目的室又は和室の専用使用の承認を受けたものは、別表第2
に定める使用料を納付しなければならない。
3　前2項に規定するもののほか、中野健康センターの附属設備及
び貸出物品の利用料は、規則で定める。

使用料は別紙のとおり

令和8年3月31日

処分基準 法令基準のとおり
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別表第１（第５条関係） 

単位等 使用料 

１回（２時間につき） 市内の者 ３００円 

市外の者 ６００円 

備考 

１ 市内の者とは本市に居住し、通勤し、又は通学する者を、市外の者と

は市内の者以外の者をいう。 

２ 次に掲げる市内の者及びその介護者の使用料は、無料とする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）により身体障

害者手帳の交付を受けている者 

（２） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

（３） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童相談

所又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に規定する知的

障害者更生相談所において知的障害との判定を受けた者で、療育手帳

の交付を受けているもの 

３ 年齢満７０歳以上の者の使用料は、無料とする。 

４ 使用時間に２時間未満の端数があるときは、これを２時間とみなす。 

別表第２（第５条関係） 

使用の区分 単位 使用料 

専

用 

多目的

室 

３０分につき ２００円 コミュニティ保育室と併せて

使用する場合は、左の料金に

５０円を加算する。 

和室 ３０分につき ２００円 

備考 使用時間に３０分未満の端数があるときは、これを３０分とみなす。 
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様式２

22-032-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

備　　　考

所　管　部　課　等
こども健康部健康づくり課

０４６３－８２－９６０３

基
準

（多目的室等の使用承認の取消し等）

第１１条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承

認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。この

場合において、使用者に損害を生じることがあっても、本市は、その責めを負

わない。

(1)　第４条第３項の規定により使用の承認に付された条件に違反したとき。

(2)　第９条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3)　前条の規定に違反したとき。

(4)　前３号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく処分に

違反したとき。

(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

第4条

3　市長は、中野健康センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、前

項の使用の承認に条件を付すことができる。

第9条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的室等の専用によ

る使用を承認しない。

(1)　危険物を使用する催しで、災害が発生するおそれがあると認めるとき。

(2)　公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3)　中野健康センターの建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認

めるとき。

(4)　営利を目的とする事業を行うと認めるとき。

(5)　集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益に

なると認めるとき。

(6)　その他市長が管理及び運営上支障があると認めるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条　多目的室等の専用による使用の承認を受けたもの(以下「使用者」とい

う。)は、承認を受けた目的以外に多目的室等を使用し、又は使用の権利を譲渡

し、若しくは転貸してはならない。

令和8年3月31日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項 第11条

不利益処分の処分基準　個票

不利益処分の内容 使用承認の取消し等

根拠法令･条例等名 秦野市中野健康センター条例
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様式２

22-032-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

備　　　考

所　管　部　課　等

こども健康部健康づくり課

０４６３－８２－９６０３

基
準

(入館の制限等)
第14条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、中野健
康センターへの入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1)　中野健康センターの設置目的を達成することができず、又は
そのおそれがあると認めるとき。
(2)　公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあると認
めるとき。
(3)　危険物を所持する等他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれが
あると認めるとき。

令和8年3月31日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項 第14条

不利益処分の処分基準　個票

不利益処分の内容 入館の制限等

根拠法令･条例等名 秦野市中野健康センター条例
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様式２

22-033-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

　事案ごとに個別具体的な判断をする必要があることから、地下
水保全条例第15条により秦野市地下水保全審議会の意見を聴取す
るもの。

(命令の事前手続)
第15条　市長は、第13条第1項又は前条第1項の規定による命令を
しようとするときは、第64条に規定する秦野市地下水保全審議会
の意見を聴くものとする。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用事業場の改善命令等

秦野市地下水保全条例

第14条第1項・2項

環境産業部環境共生課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-033-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

　事案ごとに個別具体的な判断をする必要があることから、地下
水保全条例第34条第２項により秦野市地下水保全審議会の意見を
聴取するもの。

(詳細調査及び浄化事業の実施命令)
第34条　市長は、関係事業者又は措置実施者が正当な理由なく詳
細調査又は浄化事業を行わないと認めるときは、相当の期限を定
めて、その詳細調査又は浄化事業を行うことを命じることができ
る。
2　市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、第64条
に規定する秦野市地下水保全審議会の意見を聴くものとする。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

詳細調査及び浄化事業の実施命令

秦野市地下水保全条例

第34条第1項

環境産業部環境共生課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-033-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

秦野市地下水保全条例第４１条による

(井戸設置の許可の取消し等)
第41条　市長は、井戸設置の許可を受けた者(以下「井戸設置者」
という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取
り消すことができる。
(1)　偽りその他の不正な手段により、井戸設置の許可を受けたと
き。
(2)　井戸設置の許可を受けた日から起算して3年を経過した日ま
でにその井戸の設置に着手しないとき。
(3)　井戸設置の許可に付した条件を実施しないとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

井戸設置の許可の取消し等

秦野市地下水保全条例

第41条第1項・2項

環境産業部環境共生課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-033-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

井戸設置の許可を受けずに井戸を設置した場合

〇秦野市地下水保全条例
(井戸撤去等の命令)
第42条　市長は、井戸設置の許可を受けずに井戸を設置した者に
対し、その設置の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、
井戸の撤去その他必要な処置をとるように命じることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

井戸撤去等の命令

秦野市地下水保全条例

第42条

環境産業部環境共生課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-033-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

(地下水への影響に対する処置命令)
第50条　市長は、工事により地下水の水質又は水量に影響を与え
たと認めるときは、その工事施行者に対し、速やかに必要な処置
をとることを命じることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

地下水への影響に対する処置命令

秦野市地下水保全条例

第50条

環境産業部環境共生課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-033-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

　事案ごとに個別具体的な判断をする必要があることから、地下
水保全条例第73条第２項により秦野市地下水保全審議会の意見を
聴取するもの。

(公表)
第73条　市長は、地質を汚染した者、正当な理由なく詳細調査又
は浄化事業を行わない者その他この条例の規定について悪質な違
反者があるときは、その内容を本市の広報紙等により公表するこ
とができる。
2　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、審議会
の意見を聴くものとする。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

地質を汚染した者、悪質な違反者等の氏名等の公表

秦野市地下水保全条例

第73条

環境産業部環境共生課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-033-07

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

秦野市みどり条例　第３８条から第３９条及び秦野市みどり条例
施行規則第７条から第８条まで
条文の内容は様式２別紙【過料】（樹林保全地区・生き物の里）

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

過料

秦野市みどり条例

第３８条・第３９条

環境産業部環境共生課環境総務担当

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

- 124 -



○秦野市みどり条例 

(過料) 

第 38 条 第 8 条第 1項本文(第 13 条第 3項において準用する場合を含む。)又は第 2

項本文に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50,000 円以下の過料に処

する。(両罰規定) 

第 39 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、前条の過料を科する。 

 

第 8 条 樹林保全地区に係る土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、行

為の内容を規則で定める期限までに市長に届け出なければならない。ただし、通常の

管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものについては、この限

りでない。 

(1) 樹木等の伐採、移植又は譲渡 

(2) 建築物その他工作物の新築、増築又は改築 

(3) 宅地の造成、土地の開墾、埋立てその他土地の形質の変更 

(4) 土石類の採取 

2 保存樹木を伐採し、又は移植しようとするときは、規則で定める期限までに市長に

届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であっ

て、規則で定めるものについては、この限りでない。 

 

第 13 条 市長は、希少な又は貴重な野生の生き物が生育し、又は生息している水辺地

等を保護するため、その土地の所有者等の同意を得て、その土地を生き物の里として

指定することができる。 

2 市長は、前項の規定により生き物の里を指定しようとするときは、審議会の意見を

聴かなければならない。 

3 生き物の里の指定並びに指定の変更及び解除については、第 6条、第 8条第 1項、

第 9条、第 10 条、第 11条第 1項及び第 3項並びに前条の規定を準用する。この場合

において、第 6条、第 8条第 1項、第 9条、第 10 条、第 11 条第 1項及び第 3項並び

に前条中「樹林保全地区」及び「樹林保全地区等」とあるのは「生き物の里」と読み

替えるものとする。 

○秦野市みどり条例施行規則 

第 7条 条例第 8条第 1項本文又は第 2項本文の規定による届出は、樹林保全地区

等・生き物の里内行為届出書により行われるものとする。 

2 条例第 8条第 1項本文又は第 2項本文に規定する規則で定める期限は、その届出に
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係る行為に着手する日の 30 日前までとする。 

(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 

第 8 条 条例第 8条第 1項ただし書又は第 2項ただし書に規定する通常の管理行為、

軽易な行為その他の行為として規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。 

(1) 除伐、枝打ち、整枝等の樹木の保育及び維持管理のために行う行為 

(2) 交通の妨げとなっている樹木の伐採 

(3) 非常災害のために行う応急処置としての樹木の伐採 

(4) 前 3号に定めるもののほか、市長が特に認める行為 
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様式２

22-033-08

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9618

秦野市くずはの広場条例（第５条、第８～１０条）及び秦野市く
ずはの広場条例施行規則（第７、８条）
 内容は別紙のとおり（別添：様式２別紙【許可の取消し、原状回
復の命令　ほか】）

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又
は行為の中止、原状回復若しくはくずはの広場からの退去

秦野市くずはの広場条例

第９条第１項・2項

環境産業部環境共生課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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○秦野市くずはの広場条例 

平成 10 年 3 月 27 日 

条例第 5号 

 

(監督処分) 

第 9 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、許可を取り消し、その

効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはくずはの広

場からの退去を命じることができる。 

(1) 第 5条第 2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 許可に付した条件に違反したとき。 

(3) 前条の規定に違反したとき。 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し

たとき。 

2 市長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対

し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。 

(1) くずはの広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。 

(2) くずはの広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。 

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。 

 

(行為の許可) 

第 5 条 くずはの広場内で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとするものは、あ

らかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき

も同様とする。 

(1) 集会その他これらに類する催しのため、くずはの広場の施設の全部又は一部を独

占して使用すること。 

(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。 

(3) 張り紙をし、又は広告類を掲出し、若しくは頒布すること。 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、許可を受けなければならないものとして市長が必要

と認める行為をすること。 

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項各号に掲げる行為の許可をして

はならない。 

(1) もっぱら営利を目的とした事業であると認めるとき。 

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。 

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

認めるとき。 
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(5) その他管理上支障があると認めるとき。 

 

(目的外使用等の禁止) 

第 8 条 第 5 条の規定による許可を受けたものは、許可を受けた目的以外にくずはの広場

の施設又は設備等を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならな

い。 

 

(損害賠償等) 

第 10 条 利用者は、くずはの広場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、市

長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

  

- 129 -

https://www1.g-reiki.net/city.hadano/reiki_honbun/g213RG00000119.html#e000000087


○秦野市くずはの広場条例施行規則 

平成 10 年 3 月 27 日 

規則第 7号 

 

(監督処分) 

第 7 条 市長は、条例第 9条の規定により許可を取り消し、若しくは制限し、又は退去さ

せるときは、くずはの広場内行為許可取消し等通知書により、直ちに行為の許可を受け

たものに通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭により通知することができ

る。 

 

(原状回復の義務) 

第 8 条 利用者は、くずはの広場の施設又は設備等の使用を終了したときは、直ちに原状

に復さなければならない。条例第 9条の規定により許可を取り消され、又は許可を中止

された場合も同様とする。 
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様式２

22-034-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－９６３１

秦野市里山ふれあいセンター条例第５条
　里山ふれあいセンターの使用の承認を受けたもの（以下「使用
者」という。）は、別表に定める使用料を納付しなければならな
い。

第２項　前項に規定するもののほか、里山ふれあいセンターの附
属設備及び貸出物品の利用料は、規則で定める。
※里山ふれあいセンターの附属設備及び貸出物品の利用料につい
ては未設定。

別表（第５条関係）
　研修室 ３０分につき ２００円
　木工実習室 １名１回につき ３００円
備考
１　義務教育課程修了前の者の使用料は、無料とする。
２　使用時間に３０分未満の端数があるときは、これを３０分と
みなす。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市里山ふれあいセンター条例

第6条第1項

環境産業部森林ふれあい課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-034-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－９６３１

秦野市里山ふれあいセンター条例第１０条
　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用
の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させるこ
とができる。この場合において、使用者に損害を生じることが
あっても、本市は、その責めを負わない。
(1)　第３条第２項の規定により使用の承認に付された条件に違
反したとき。
(2)　第４条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)　前条の規定に違反したとき。
(4)　前３号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定
に基づく処分に違反したとき。
(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用承認の取消し等

秦野市里山ふれあいセンター条例

第10条

環境産業部森林ふれあい課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-035-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-4401

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(一般廃棄物の持ち去りの禁止)
第10条　市又は市長が指定する者以外の者は、規則の定めるとこ
ろにより市長が指定した一般廃棄物を収集する場所に一般廃棄物
処理計画に従って排出された一般廃棄物を持ち去ってはならな
い。
2　市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対して、その行
為を行わないよう命じることができる。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

一般廃棄物の持ち去り禁止の命令

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

 第10条第2項

環境資源対策課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-035-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-4401

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(指定処理施設への搬入の許可等)
第11条
3　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定処理施設
への搬入の許可を取り消し、又は搬入を停止させることができ
る。
(1)　搬入者が前項の条件に違反したとき。
(2)　搬入の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3)　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(4)　前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

指定処理施設への搬入の許可の取消し・停止

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

 第11条第3項

環境資源対策課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-035-03

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

環境資源対策課　0463-82-4401
生活環境課　0463-86-6037

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可の取消し等)
第18条　市長は、法第7条の3若しくは第7条の4又は浄化槽法(昭和
58年法律第43号)第41条第2項に定める場合のほか、法第7条第1項
若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物
収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を
受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取
り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ
ることができる。
(1)　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2)　詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(3)　規則で定める基準に該当しなくなったとき。
(4)　正当な理由がなく1か月以上業務の全部又は一部を休止した
とき。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可の取消し等

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

第18条

環境資源対策課（一般廃棄物収集運搬業等）
生活環境課（浄化槽清掃業）

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-035-04

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

環境資源対策課　0463-82-4401
生活環境課　0463-86-6037

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(一般廃棄物処理手数料)
第20条　一般廃棄物の処理手数料は、別表に掲げる額とする。
(別添：様式２別紙【一般廃棄物処理手数料の徴収】)

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

一般廃棄物処理手数料の徴収

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

 第20条第1項

環境資源対策課（動物の死体・粗大ごみ）
生活環境課（し尿）

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第 20 条 

別表(第 20 条関係) 

種別 取扱区分 手数料 

し尿 (1) 定額制 一般家庭及びこれ

に準じるもので、常時利用人員が

一定のもの 

 (2) 度数制 前号に該当するも

ののうち 1 か月に 1 回を超えてく

み取りをするもの 

(3) 従量制 前 2 号の算定基準

によることが著しく実情にそわな

いと市長が認めるもの 

1 人につき月額 290 円 

 

 

1 回につき 430 円 

 

 

42 リットルにつき 280 円 

 

動物の死体  1 体につき 6,380 円 

一 般 家 庭 か

ら 排 出 さ れ

る粗大ごみ 

 

(1) 本市が戸別に収集し、運搬

し、及び処分するとき。 

(2) 市民が市長が指定する施設

へ自己搬入するとき。 

1 個につき 650 円 

 

1 個につき 300 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

備考 し尿の取扱区分のうち、従量制手数料の算出基礎となる数量が 42 リッ

トル未満のとき又はその数量に 42 リットル未満の端数があるときは、その数

量を 42 リットルとして計算する。 

- 137 -



様式２

22-035-05

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

環境資源対策課　0463-82-4401
生活環境課　0463-86-6037

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可申請手数料等)
第21条　法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬
業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」とい
う。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃
棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれ
らの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の
際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1)　一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料　1件につき　10,000円
(2)　一般廃棄物処分業許可申請手数料　1件につき　10,000円
(3)　一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料　1件につき　10,000円
(4)　一般廃棄物処分業変更許可申請手数料　1件につき　10,000円
(5)　一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料　1件につき
6,000円
(6)　一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料　1件につき　6,000円
2　浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようと
する者又はその許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするもの
は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1)　浄化槽清掃業許可申請手数料　1件につき　10,000円
(2)　浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料　1件につき　6,000円

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可申請手数料等の
徴収

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

 第21条第1項・第2項

環境資源対策課(一般廃棄物収集運搬業等)
生活環境課（浄化槽清掃業）

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-035-06

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-4401

秦野市ごみの散乱防止等に関する条例
(命令及び公表)
第12条　市長は、販売者が前条の規定に正当な理由なく従わない
ときは、相当な期限を定めて、回収容器を設置し、又はそれを適
正に管理すべき旨を命じることができる。
2　市長は、前項に規定する命令を受けた販売者がその命令に従わ
ないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができ
る。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

回収容器の設置・適正管理の命令、命令に従わない者の氏名等の
公表

秦野市ごみの散乱防止等に関する条例

 第12条

環境資源対策課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-035-07

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

環境資源対策課　0463-82-4401
生活環境課　0463-86-6037

秦野市証紙条例
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条　証紙による収入の方法により徴収する手数料は、別表のと
おりとする。

別表(第2条関係)

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

手数料の徴収

秦野市証紙条例

 第２条

環境資源対策課（粗大ごみ証紙）
生活環境課（し尿証紙）

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名

秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年秦野市条

例第9号)別表に規定するし尿並びに一般家庭から排出される粗

大ごみを本市が戸別に収集し、運搬し、及び処分するときの処

理手数料

(別添：様式２別紙【手数料の徴収（一般廃棄物処理手数料の

徴収）】)
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秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第 20 条 

別表(第 20 条関係) 

種別 取扱区分 手数料 

し尿 (1) 定額制 一般家庭及びこれ

に準じるもので、常時利用人員が

一定のもの 

 (2) 度数制 前号に該当するも

ののうち 1 か月に 1 回を超えてく

み取りをするもの 

(3) 従量制 前 2 号の算定基準

によることが著しく実情にそわな

いと市長が認めるもの 

1 人につき月額 290 円 

 

 

1 回につき 430 円 

 

 

42 リットルにつき 280 円 

 

動物の死体  1 体につき 6,380 円 

一 般 家 庭 か

ら 排 出 さ れ

る粗大ごみ 

 

(1) 本市が戸別に収集し、運搬

し、及び処分するとき。 

(2) 市民が市長が指定する施設

へ自己搬入するとき。 

1 個につき 650 円 

 

1 個につき 300 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

備考 し尿の取扱区分のうち、従量制手数料の算出基礎となる数量が 42 リッ

トル未満のとき又はその数量に 42 リットル未満の端数があるときは、その数

量を 42 リットルとして計算する。 
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様式２

22-036-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

条　　項 第２２条第１項

不利益処分の処分基準　個票

不利益処分の内容 勧告に従わない者の氏名等の公表

根拠法令･条例等名 秦野市墓地等の経営の許可等に関する条例

備　　　考

所　管　部　課　等

環境産業部生活環境課

0463-86-6037

基
準

　市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がな
くその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

令和8年3月31日

処分基準 法令基準のとおり
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様式２

22-036-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

備　　　考

所　管　部　課　等

環境産業部生活環境課

0463-86-6037

基
準

　本市は、次に掲げる事務について手数料を徴収するものとし、
その手数料の額その他必要な事項は、秦野市手数料条例に定める
ところによる。
（1）法第4条第２項の規定による犬の登録
（2）法第5条第２項の規定による犬の狂犬病予防法注射済票の
　　交付
（3）狂犬病予防法施行令第１条の２の規定による犬の鑑札の
　　再交付
（4）狂犬病予防法施行令第３条の規定による犬の狂犬病予防注
　　射済票の再交付

令和8年3月31日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項 第６条第１項

不利益処分の処分基準　個票

不利益処分の内容 手数料の徴収

根拠法令･条例等名 秦野市狂犬病予防法施行細則
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様式２

22-037-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－９６２６

・許可の取消し、原状回復の命令等（第１０条）
　次のいずれかに該当するものに対し、許可を取り消し、その効
力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復
若しくは田原ふるさと公園からの退去を命じることができる。
(1)　第５条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)　許可に付した条件に違反したとき。
(3)　第５条第３項に規定する申請に偽りがあったとき。
(4)　第９条の規定に違反したとき。
(5)　(1)から(4)のほか、この条例又はこの条例の規定に基づく
　 処分に違反したとき。
※　各条文の内容は、別紙のとおり(別添：様式２別紙【行為の許
可の取消し、原状回復の命令　ほか】）

・原状回復（第１１条）
　利用者は、田原ふるさと公園の施設、附属設備、器具等の使用
を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
　第１０条の規定により許可を取り消され、又は行為を中止され
た場合も同様とする。
　利用者が原状回復の義務を履行しないときは、その費用を利用
者から徴収する。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

行為の許可の取消し、原状回復の命令　ほか

秦野市田原ふるさと公園条例

第１０条及び第１１条

環境産業部農業振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２別紙【行為の許可の取消し、原状回復の命令 ほか】 

 

・第５条第２項各号 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) 施設、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。 

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利 

益になると認めるとき。 

(4) その他管理上支障があると認めるとき。 

 

・第５条第３項 

第５条第１項の許可を受けようとするものは、あらかじめ行為の目的、期間、

場所、内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

・前条（第９条） 

第５条の規定による行為の許可を受けたものは、許可を受けた目的以外に施

設、附属設備、器具等を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し

てはならない。 
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様式２

22-037-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

０４６３－８２－９６２６

〇分担金の徴収（第２条第２項関係）
・同条例第２条
　分担金の額は、災害復旧事業に要する経費から、国及び神奈川
県の補助金を差し引いて得た額とする。
２　前項の分担金は、その災害復旧事業の受益者から徴収する。
３　同一の災害復旧事業について受益者が２人以上ある場合にお
ける分担金の配分は、それぞれの受益者が所有し、又は耕作する
農地の面積等を考慮して、市長が決定する。

〇延滞金の徴収（第５条第１項関係）
・同条例第５条
　市長は、分担金を納期限までに納付しない者に対しては、秦野
市債権の管理等に関する条例(平成１９年秦野市条例第２５号)第
７条に定める延滞金の規定により延滞金を徴収する。
２　前項の場合において、前条第１項の規定により分担金の徴収
を猶予された期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す
る。

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

分担金、延滞金の徴収

秦野市農地災害復旧事業分担金徴収条例

第２条第２項・第５条第１項

環境産業部農業振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-038-01

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9646

秦野市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例
(駐車場の使用料）
第5条　駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)の額は、自動
車1台につき、次のとおりとする。

・午前8時から午後10時まで
　30分までごとに　100円

・午後10時から翌日の午前8時まで
　60分までごとに　100円

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

使用料の徴収

秦野市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例

第5条

環境産業部産業振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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様式２

22-038-02

部課等名

電話番号

法令基準

更 新 日

処分基準 法令基準のとおり

条　　項

基
準

0463-82-9646

（秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例第１0
条）
・虚偽その他不正な行為があった場合
・固定資産税等の課税免除を受けている期間内に、納期限の到来
した市税を完納していないとき
・事業を廃止又は休止したとき
・第3条第4号又は第5号で定める要件を満たさなくなったとき
・重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたと
認めるとき
・この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

令和8年3月31日

備　　　考

不利益処分の処分基準　個票

奨励処置の取消し等

秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例

第10条

環境産業部産業振興課

所　管　部　課　等

不利益処分の内容

根拠法令･条例等名
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